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特集●地域医療ケア最前線

～大分県宇佐市における薬局薬剤師の在宅業務推進事業の実際～
保健所と薬剤師会が協働し薬剤師による「おためし訪問」を実施！

今どきナースのほめ方・しかり方
特別企画～教えてホメシカ先生

Dr.JOY株式会社が提供する、
医療機関・取引業者間の
コミュニケーションツール

第13回アジアメディカルショー2018
AMS開催案内 新企画/プチポチ・インフォ

業務管理・運営の現場に役立つ情報をピックアップ
会期 2018年6月22・23日/会場 福岡国際会議場



投稿者：吉岡 亜貴 様（薬剤師）
　　　 もみじ薬局（広島県東広島市）
＜ワンちゃんのプロフィール＞
お名前（年齢・性別）：吉岡 リンダ（4才・女の子）
犬種：チワワ（2014年2月8日生まれ）

〈メッセージ〉
　ジャスミンの香る爽やかな季節に我
が家へやってきたリンダ。
　「リンダ」はスペイン語で「美しい、か
わいい」という意味です。
　ピョンピョンと飛び跳ねる姿が愛らし
くて、リンダと名付けました。
　リンダはドライブとお出かけと仲間と
遊ぶのが大好き。かわいいリンダをより
一層かわいく撮影したくなり、愛犬写真
教室に入門、現在鋭意修行中です。

〈医療機器情報〉 一押し!ＭＥ機器
超音波ネブライザ NEB-01 ネブラーゼ ミニ

〈地域医療ケア最前線〉
保健所と薬剤師会が協働し薬剤師による「おためし訪問」を実施！
～大分県宇佐市における薬局薬剤師の在宅業務推進事業の実際～

〈拝啓 経営幹部の皆様へ 女性の力が組織を成長させる！！ 女性社員が辞めない育成のポイント〉 〈第2回〉
女性社員特有のマネジメント
〈税務の部屋〉 ～知っておきたい税務の話〈第29回〉
平成30年度税制改正のポイント

〈特別企画〉 ～教えてホメシカ先生
今どきナースのほめ方・しかり方

〈AMS開催案内〉
第13回アジアメディカルショー2018

〈ここらで一服、労務管理のお話。〉
知っています！？ 医師の働き方改革

〈病院の「組織活性化策」を考える〉 〈第12回〉
人事異動と人事処遇のあり方 ～評価･育成･活用･処遇～

新企画〈業務管理・運営の現場に役立つ情報をピックアップ〉
プチポチ・インフォ ～Dr.JOY株式会社が提供する、医療機関・取引業者間のコミュニケーションツール～

〈労務管理ワンポイントアドバイス〉 〈第2回〉
休憩時間について ～一問一答！ 現場の悩みにズバリお答えします～

ほっとたいむ/編集部から

〈ランチェスター法則で業績を良くする方法〉 〈第35話〉
商談で成功するポイント

〈医薬品情報〉
医薬品新規収載関連ニュース
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TEL:0979-22-2210 FAX:0979-22-2211

TEL/FAX:0978-38-2344

　大分県の北部、国東半島の付け根に位置する宇佐市。宇佐神宮をはじめ数多くの名所旧跡を抱える観光地として知られて
いますが、ここでも他の地域同様に人口減少と高齢化が進展する中、2025年までに地域包括ケアシステムの構築を迫られて
います。こうした背景の中、大分県北部保健所と宇佐市薬剤師会が協働で薬剤師の在宅業務を推進する「薬剤師のおためし
訪問」事業を実施しました。
 実施期間は平成29年9月から12月までの４か月。宇佐地区のケアマネージャーや訪問看護師等からの紹介を受け、事前に手
上げした薬局の薬剤師が患者宅に赴き「おためし訪問」を実施した後、その評価結果をもとに保険給付を適用した継続訪問に
つなげようというもので、好事例が得られた反面、課題も浮き彫りになったといいます。
　さっそく大分県北部保健所のある中津市と実施地区である宇佐市に赴き、関係者の方々から話をうかがいました。

《 インタビュー 》

　――薬局薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療
養管理指導）について、まずはお試しができるというのはとて
も良いアイデアだと思います。実施に至るきっかけから教えて
ください。
　島崎主任「この『薬剤師のおためし訪問』については、厚労省の委
託事業（薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業）として平
成26、27年度に東京都薬剤師会、平成28年度に長野県薬剤師会
が行った内容を参考にしました。この事業を知ったのは県庁内で行わ
れた研修会でしたが、その講演を拝聴して私共の地区でもやってみ
たいと思ったのがきっかけです。まずはニーズを把握するために、平
成28年度に管内３地区で薬剤師等を対象に在宅業務についての調
査を行いました。その調査の中で、調剤薬局の約２割は在宅の実績
はあるものの、５割くらいは、体制は整えているが実績がないという現
状が浮かび上がりました。その一方で、当保健所の保健師等から話
を聞くと、患者さんやご家族、あるいは現場の訪問看護師等は、薬の
管理に困っていて薬剤師にも訪問してほしいと思っている人は多いと
のことでした。このギャップを埋めるために、この『おためし訪問』が有
効ではないかと思いました。」
　大塚主幹「平成29年度の事業計画を立てる検討会議の中で、島
崎からこの調査結果をもとに『おためし訪問』を実施したいとの提案
がありました。その発言にはとても説得力がありましたし、その熱い思

いに動かされ、『よしやってみよう』ということになりました。さっそく企
画立案に向けて彼を中心に動いてもらい、年度内に実施することが
できました。」

　――実現に向けて具体的にはどのように動かれたのでしょ
うか。
　島崎主任「まず、どこの地区でどのくらいの規模から始めるべき
か、在宅医療に造詣が深い宇佐市薬剤師会の友松会長に相談した
ところ、この事業の趣旨に大いに賛同頂き、『予算は薬剤師会の方で
負担するから、宇佐でやってみよう』と有難い申し出を頂きました。実
施地区と予算のことは宇佐市薬剤師会にお任せし、私は先行事例

先である長野県薬剤師会に使用許可を頂いたうえで書類関係の様
式を宇佐地区版に修正し実施体制を整えました。その実施要領を
持って、医師会や各関係団体を回り了解を得ました。こうして実施に
向けた準備が整いました。」
　――今、薬局薬剤師は、かかりつけ薬剤師として多職種連携に
よる在宅医療への参画が求められていますので、薬剤師会として
も良いタイミングだったわけですね。
　大塚主幹「地区薬剤師会の多くは、事務局に専従職員を置いてお
らず、このようなモデル事業等を行うにしても、理事自らが薬局勤務
の傍ら時間外に行うことになりますので、簡単に引き受けられる状況
にないのが普通だと思います。しかも薬局の場合、多職種との接点が
まだまだ少ない気がしますので、保健所の私共が事務的なサポートと
多職種をつなぐという両方の役割を担えば、薬剤師会も動きやすい
のではないかと思いました。」

　――考えてみれば、保健所は医師や保健師、薬剤師等多職種
が集う職場ですので、保健所がこうした多職種連携の拠点にな
り、薬剤師会と補完し合い協働する形が出来上がったのは大き
いですね。特に地域資源が少ない地域の方にはぜひ参考にして
ほしい事例ではないでしょうか。次に事業の流れについて教えて
ください。
　島崎主任「詳細については、お渡しした資料『薬剤師のおためし訪
問』事業フローチャートをご覧ください。当事業を始めるに当たって
は、まず宇佐市在宅医療・介護連携推進協議会の場を利用して詳細
を説明し協力要請を行いました。その場では、訪問看護師やケアマ
ネージャー等から服薬に問題を抱える人を紹介してもらいます。次に
薬剤師が入ることについて同意をもらい、薬剤師会を通じて薬局を
マッチングします。ただし、全ての会員薬局ができるわけではないの
で、手上げしてもらいエリアごとにリストを作りました。そのリストを使
い患者さんの住んでいる場所や主治医の情報などを勘案しながら
マッチングします。担当薬剤師が決まったら、その薬剤師が主治医の
同意を取り付けます。実際に訪問が終わると必ず主治医と紹介者へ
報告し、改善すべき点があれば情報共有していくという流れです。期
間は９月から12月までの４か月間。お試し期間は、訪問開始から２か
月以内と定めました。２か月以内で問題をある程度解決でき、その後
の介入が必要なければそれで終了ですが、まだまだ継続して訪問が

必要だということであれば、医師の指示を得ながら、保険適用の訪問
に切り替え継続していくという流れになります。
　参考資料『在宅業務に至る３つのパターン』にあるように通常の流
れとして医師から指示がある場合は保険請求の訪問パターンです
が、私共が想定しているのはⅡかⅢのパターン（薬局提案型か多職種
提案型）です。多職種からの流れが作れれば普及拡大に寄与するの
ではないかと思っています。」

　――大分県公衆衛生学会（2月24日）でこの事業を発表された
と伺いました。そのときの反響も含めて今後の展望をお聞かせ
ください。
　島崎主任「当学会は、大分県下の保健所職員が集う学会です
が、他の地区の保健所からもやってみたいという声を頂きました。実
際に中津市薬剤師会では来年度（平成30年度）から行うことが決

定したと聞いています。作業部会が立ち上がり具体的な話を詰め
ている所だと思います。」
　大塚主幹「在宅が進まずお困りの地域があれば、紹介したい仕組
みだと思っています。残薬解消による財政改善や処方内容の見直し
にもつながるような事例もありますので、参考にして頂ければと思い
ます。今回の診療報酬改定では多剤投薬の見直しや残薬解消に向
けた内容が多く盛り込まれましたが、この『おためし訪問』の制度によ
る具体的な改善例は、医師や多職種の関係者にとって、良い啓発に
なるのではないかと思っています。」

「おためし訪問」で「多職種提案型」の
在宅業務拡大のきっかけに（ ）薬剤師の在宅ニーズと実績のギャップを

埋めるために「おためし訪問」を導入（ ）

保健所が事務局となり、宇佐市
薬剤師会との協働でスタート（ ）

大分県北部保健所 衛生課 食品衛生・薬事班　大塚政秀 主幹（総括）〈写真左〉
大分県北部保健所 衛生課 食品衛生・薬事班　島崎省吾 主任 〈写真右〉
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先である長野県薬剤師会に使用許可を頂いたうえで書類関係の様
式を宇佐地区版に修正し実施体制を整えました。その実施要領を
持って、医師会や各関係団体を回り了解を得ました。こうして実施に
向けた準備が整いました。」
　――今、薬局薬剤師は、かかりつけ薬剤師として多職種連携に
よる在宅医療への参画が求められていますので、薬剤師会として
も良いタイミングだったわけですね。
　大塚主幹「地区薬剤師会の多くは、事務局に専従職員を置いてお
らず、このようなモデル事業等を行うにしても、理事自らが薬局勤務
の傍ら時間外に行うことになりますので、簡単に引き受けられる状況
にないのが普通だと思います。しかも薬局の場合、多職種との接点が
まだまだ少ない気がしますので、保健所の私共が事務的なサポートと
多職種をつなぐという両方の役割を担えば、薬剤師会も動きやすい
のではないかと思いました。」

　――考えてみれば、保健所は医師や保健師、薬剤師等多職種
が集う職場ですので、保健所がこうした多職種連携の拠点にな
り、薬剤師会と補完し合い協働する形が出来上がったのは大き
いですね。特に地域資源が少ない地域の方にはぜひ参考にして
ほしい事例ではないでしょうか。次に事業の流れについて教えて
ください。
　島崎主任「詳細については、お渡しした資料『薬剤師のおためし訪
問』事業フローチャートをご覧ください。当事業を始めるに当たって
は、まず宇佐市在宅医療・介護連携推進協議会の場を利用して詳細
を説明し協力要請を行いました。その場では、訪問看護師やケアマ
ネージャー等から服薬に問題を抱える人を紹介してもらいます。次に
薬剤師が入ることについて同意をもらい、薬剤師会を通じて薬局を
マッチングします。ただし、全ての会員薬局ができるわけではないの
で、手上げしてもらいエリアごとにリストを作りました。そのリストを使
い患者さんの住んでいる場所や主治医の情報などを勘案しながら
マッチングします。担当薬剤師が決まったら、その薬剤師が主治医の
同意を取り付けます。実際に訪問が終わると必ず主治医と紹介者へ
報告し、改善すべき点があれば情報共有していくという流れです。期
間は９月から12月までの４か月間。お試し期間は、訪問開始から２か
月以内と定めました。２か月以内で問題をある程度解決でき、その後
の介入が必要なければそれで終了ですが、まだまだ継続して訪問が

必要だということであれば、医師の指示を得ながら、保険適用の訪問
に切り替え継続していくという流れになります。
　参考資料『在宅業務に至る３つのパターン』にあるように通常の流
れとして医師から指示がある場合は保険請求の訪問パターンです
が、私共が想定しているのはⅡかⅢのパターン（薬局提案型か多職種
提案型）です。多職種からの流れが作れれば普及拡大に寄与するの
ではないかと思っています。」

　――大分県公衆衛生学会（2月24日）でこの事業を発表された
と伺いました。そのときの反響も含めて今後の展望をお聞かせ
ください。
　島崎主任「当学会は、大分県下の保健所職員が集う学会です
が、他の地区の保健所からもやってみたいという声を頂きました。実
際に中津市薬剤師会では来年度（平成30年度）から行うことが決

定したと聞いています。作業部会が立ち上がり具体的な話を詰め
ている所だと思います。」
　大塚主幹「在宅が進まずお困りの地域があれば、紹介したい仕組
みだと思っています。残薬解消による財政改善や処方内容の見直し
にもつながるような事例もありますので、参考にして頂ければと思い
ます。今回の診療報酬改定では多剤投薬の見直しや残薬解消に向
けた内容が多く盛り込まれましたが、この『おためし訪問』の制度によ
る具体的な改善例は、医師や多職種の関係者にとって、良い啓発に
なるのではないかと思っています。」

「おためし訪問」で「多職種提案型」の
在宅業務拡大のきっかけに（ ）薬剤師の在宅ニーズと実績のギャップを

埋めるために「おためし訪問」を導入（ ）

保健所が事務局となり、宇佐市
薬剤師会との協働でスタート（ ）

大分県北部保健所 衛生課 食品衛生・薬事班　大塚政秀 主幹（総括）〈写真左〉
大分県北部保健所 衛生課 食品衛生・薬事班　島崎省吾 主任 〈写真右〉
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保健所と薬剤師会が協働し薬剤師による「おためし訪問」を実施！
～大分県宇佐市における薬局薬剤師の在宅業務推進事業の実際～



　――薬局薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療
養管理指導）について、まずはお試しができるというのはとて
も良いアイデアだと思います。実施に至るきっかけから教えて
ください。
　島崎主任「この『薬剤師のおためし訪問』については、厚労省の委
託事業（薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業）として平
成26、27年度に東京都薬剤師会、平成28年度に長野県薬剤師会
が行った内容を参考にしました。この事業を知ったのは県庁内で行わ
れた研修会でしたが、その講演を拝聴して私共の地区でもやってみ
たいと思ったのがきっかけです。まずはニーズを把握するために、平
成28年度に管内３地区で薬剤師等を対象に在宅業務についての調
査を行いました。その調査の中で、調剤薬局の約２割は在宅の実績
はあるものの、５割くらいは、体制は整えているが実績がないという現
状が浮かび上がりました。その一方で、当保健所の保健師等から話
を聞くと、患者さんやご家族、あるいは現場の訪問看護師等は、薬の
管理に困っていて薬剤師にも訪問してほしいと思っている人は多いと
のことでした。このギャップを埋めるために、この『おためし訪問』が有
効ではないかと思いました。」
　大塚主幹「平成29年度の事業計画を立てる検討会議の中で、島
崎からこの調査結果をもとに『おためし訪問』を実施したいとの提案
がありました。その発言にはとても説得力がありましたし、その熱い思

いに動かされ、『よしやってみよう』ということになりました。さっそく企
画立案に向けて彼を中心に動いてもらい、年度内に実施することが
できました。」

　――実現に向けて具体的にはどのように動かれたのでしょ
うか。
　島崎主任「まず、どこの地区でどのくらいの規模から始めるべき
か、在宅医療に造詣が深い宇佐市薬剤師会の友松会長に相談した
ところ、この事業の趣旨に大いに賛同頂き、『予算は薬剤師会の方で
負担するから、宇佐でやってみよう』と有難い申し出を頂きました。実
施地区と予算のことは宇佐市薬剤師会にお任せし、私は先行事例

先である長野県薬剤師会に使用許可を頂いたうえで書類関係の様
式を宇佐地区版に修正し実施体制を整えました。その実施要領を
持って、医師会や各関係団体を回り了解を得ました。こうして実施に
向けた準備が整いました。」
　――今、薬局薬剤師は、かかりつけ薬剤師として多職種連携に
よる在宅医療への参画が求められていますので、薬剤師会として
も良いタイミングだったわけですね。
　大塚主幹「地区薬剤師会の多くは、事務局に専従職員を置いてお
らず、このようなモデル事業等を行うにしても、理事自らが薬局勤務
の傍ら時間外に行うことになりますので、簡単に引き受けられる状況
にないのが普通だと思います。しかも薬局の場合、多職種との接点が
まだまだ少ない気がしますので、保健所の私共が事務的なサポートと
多職種をつなぐという両方の役割を担えば、薬剤師会も動きやすい
のではないかと思いました。」

　――考えてみれば、保健所は医師や保健師、薬剤師等多職種
が集う職場ですので、保健所がこうした多職種連携の拠点にな
り、薬剤師会と補完し合い協働する形が出来上がったのは大き
いですね。特に地域資源が少ない地域の方にはぜひ参考にして
ほしい事例ではないでしょうか。次に事業の流れについて教えて
ください。
　島崎主任「詳細については、お渡しした資料『薬剤師のおためし訪
問』事業フローチャートをご覧ください。当事業を始めるに当たって
は、まず宇佐市在宅医療・介護連携推進協議会の場を利用して詳細
を説明し協力要請を行いました。その場では、訪問看護師やケアマ
ネージャー等から服薬に問題を抱える人を紹介してもらいます。次に
薬剤師が入ることについて同意をもらい、薬剤師会を通じて薬局を
マッチングします。ただし、全ての会員薬局ができるわけではないの
で、手上げしてもらいエリアごとにリストを作りました。そのリストを使
い患者さんの住んでいる場所や主治医の情報などを勘案しながら
マッチングします。担当薬剤師が決まったら、その薬剤師が主治医の
同意を取り付けます。実際に訪問が終わると必ず主治医と紹介者へ
報告し、改善すべき点があれば情報共有していくという流れです。期
間は９月から12月までの４か月間。お試し期間は、訪問開始から２か
月以内と定めました。２か月以内で問題をある程度解決でき、その後
の介入が必要なければそれで終了ですが、まだまだ継続して訪問が

必要だということであれば、医師の指示を得ながら、保険適用の訪問
に切り替え継続していくという流れになります。
　参考資料『在宅業務に至る３つのパターン』にあるように通常の流
れとして医師から指示がある場合は保険請求の訪問パターンです
が、私共が想定しているのはⅡかⅢのパターン（薬局提案型か多職種
提案型）です。多職種からの流れが作れれば普及拡大に寄与するの
ではないかと思っています。」

　――大分県公衆衛生学会（2月24日）でこの事業を発表された
と伺いました。そのときの反響も含めて今後の展望をお聞かせ
ください。
　島崎主任「当学会は、大分県下の保健所職員が集う学会です
が、他の地区の保健所からもやってみたいという声を頂きました。実
際に中津市薬剤師会では来年度（平成30年度）から行うことが決

定したと聞いています。作業部会が立ち上がり具体的な話を詰め
ている所だと思います。」
　大塚主幹「在宅が進まずお困りの地域があれば、紹介したい仕組
みだと思っています。残薬解消による財政改善や処方内容の見直し
にもつながるような事例もありますので、参考にして頂ければと思い
ます。今回の診療報酬改定では多剤投薬の見直しや残薬解消に向
けた内容が多く盛り込まれましたが、この『おためし訪問』の制度によ
る具体的な改善例は、医師や多職種の関係者にとって、良い啓発に
なるのではないかと思っています。」

　――先ほど、北部保健所でお話を伺ってきました。島崎主任は
友松会長に相談に行くや否やすぐに賛同してもらいとても有難
かったと話されていましたが、やってみようと思った理由をお聞か
せください。
　友松会長「まず、私自身が介護と医療保険の常務理事として長年
在宅業務の普及に取り組んできたという背景があります。今回、保
健所の島崎主任がこの事業のことで私のところに相談にきましたの
で、事業に係る費用は当支部（宇佐市薬剤師会）の事業費として捻

出するから、一緒に取り組んでみようと申し上げました。話を聞いて
とても良い事業だと思いましたので、形だけに終わらず、今後につな
げていくためには、県の予算に頼らずに、自分たちで実現可能なやり
方を考えて行う方が良いと思ったからです。そして具体的には、事業
実施期間は９月から12月までの４か月間で、お試し期間は患者１名
につき２か月まで。薬剤師の訪問に対する報酬は、保険点数を考慮
して薬剤師訪問１回につき５千円と設定しました。どのくらいの件数
になるか予想しにくい部分はありましたが、当支部の規模であれば負
担は可能だと判断してのことです。それで、薬剤師会としては在宅
業務に専念し、事業に対する事務手続き等の一切は保健所が事務
局として担ってくれることで、合意形成がなされ、正式に決定したと
いうわけです。」

　――実施報告におためしを経て継続訪問に至った例がいくつ
かありましたが、実施結果についてはどう思われますか？
　「当事業の報告では、実施件数は想定より少なかったものの、お試
しから引き続き保険適用の訪問につながった例が3件あり、良い事例
を得ることができ手応えを感じたと同時に課題もはっきりと見えてき
ました。ケアマネージャーをはじめ現場の多職種の方々への理解が

進めばもっと広まるかなと思います。この実施結果が参考になり、大
分県全域に広がっていくことを望んでいます。今、各自治体は地域包
括ケアシステムを生活圏域ごとに構築しなければなりませんが、その
社会資源として薬局は地域に点在していますので、これを使わない
手はありません。薬剤師としてもその職能を活かして社会貢献してい

くチャンスにもなります。地域に出向いていく足掛かりとして、この「お
試し訪問」という仕組みは有効だと思っています。薬剤師会としても、
会員薬局が地域の健康サポート薬局・かかりつけ薬剤師・薬局になれ
るように支援していきますが、薬剤師一人ひとりがその自覚を持って
頑張ってほしいと願っています。」

　取材の最後に、現場の薬剤師の方から直接お話を伺うため、実
施薬局を２軒お訪ねすることができました。実施者の声をお聞きくだ
さい。

〈談〉迫田いづみさん（友松薬局柳ヶ浦店　薬剤師）
　「最初にこの話を聞いたとき、画期的な取り組みだと思いまし
た。私は３名担当しました。いずれも訪看（訪問看護師）さんからの
紹介でした。
　面識のない先生がかかりつけ医でしたので、直接訪問の指示をも
らうことにとてもプレッシャーを感じましたが、訪看さんからの働きかけ
もあって何とか指示書をいただくことができました。患者さんのお宅に
訪問するときも、最初は紹介者の方と同行させていただきましたが、
患者さんからも戸惑われる様子が見られ、薬剤師が在宅に行くとい
うことは、あまり知られていないと実感しました。ニーズのある方は点
在されていると思いますので、今回のようなお試しということができ
れば、良いきっかけになるかもしれません。これだけ在宅業務を国の
施策で進めているにもかかわらず、経験する機会が少ないという現
状を変えていくきっかけになればと思っています。実際に在宅業務を
行ってみると、移動でも時間は取られますし、訪問する時間の調整も
こちらの都合だけでは決められません。６時すぎてから行くことも多
く、大変ではありますが、私たちの介入によって患者さんのアドヒアラ
ンスが改善していくと、やり甲斐も感じることができました。とにかく、
やってみることで課題も具体的にしっかり見えてきましたので、本当に
良い経験になりました。1回でも現場の多職種の皆さんと一緒に仕事
をしたという実績ができれば、そこから人脈も広がりますし、活動しや
すくなります。これからも前向きに在宅業務に頑張って取り組んでい
きたいと思っています。」

〈談〉池山尚子さん（ふたば薬局　取締役/管理薬剤師）
　「私は2名紹介を受け担当しました。最初の方は、認知機能の低
下によって、お薬カレンダーを使ってもまったく飲めなくなったという
ことで、ケアマネ（ケアマネージャー）さんから紹介がありました。通
常のお薬カレンダーを使っているが、日付が沢山あって混乱している
との訴えから、日めくり型のカレンダーを独自に作って試してみまし
た。それで何とか服用できるようになり、その方は現在も保険を使っ
て継続しています。
　以前から在宅業務には少しずつ取り組んでいましたが、この『おた
めし訪問』については、保険の縛りがないので、気軽に提案できると
ケアマネさんや訪看さん等紹介者からも好評で、他の医療機関の患
者さんも紹介して頂くなど、紹介先の入口が広がった感じがします。
保健所の方が医療機関の先生方に事前に説明して頂いていました
ので、ご相談もしやすくてスムーズに進みました。ケアマネさんからケ
ア会議に来ませんかとお誘いいただいたのも良かったです。継続して
出席する中、薬剤師の在宅業務の話をさせてもらったりしているうち
にいろいろと声をかけてもらえるようになりました。自らが積極的に行
動を起こせば、何らかの反応が返ってくるのかなと実感しました。現
在、訪問している患者さんは７名ですが、10名を目指して取り組んで
います。今後は、認知症の方も増えていくと思いますので、これから
も、その人それぞれに合った形に工夫しながら薬剤師としての職能を
活かしていければと考えています。」

次は中津市薬剤師会が実施を表明。
普及拡大の予感（ ）

事業は、実現可能な案を自分たちで
考えて取り組むことが大切（ ）

経験して分かる在宅業務の
大変さとやり甲斐（ ）

おためし期間があることで、
在宅業務に至る入口の広がりを実感（ ）

ふたば薬局の皆さん（中央が池山尚子さん）

《 インタビュー 》

《 実施薬局を訪ねて 》

一般社団法人
宇佐市薬剤師会
友松茂喜 会長

友松薬局柳ヶ浦店の皆さん（向かって左が迫田いづみさん）

＜事業目的＞
　○服薬に問題を抱える住民の薬の適正使用を推進すること
　○在宅療養関係者と薬局との連携を強化し、在宅療養の質の向上を図ること
＜事業実施方法＞
　（１）薬局薬剤師のおためし訪問（対象：宇佐地区の服薬に問題がある住民）
　（２）紹介者へのアンケート（対象：宇佐地区のケアマネージャー及び訪問看護師等103名。内容：事業の認知、事業に対する意見等）
＜事業実施結果＞
　○本事業への対応可能薬局：14薬局（各中学校区2薬局程度、最大19件対応可能）
　○依頼件数：　6件（内訳：ケアマネージャーから2件、訪問看護師から4件）
　○実施結果：　6件中4件はおためし終了（残り2件は患者入院のため中断）
　　　　　　　・紹介者の評価が得られた3件は、いずれも薬剤師との連携を「有効」と回答
　　　　　　　・この3件はおためし終了後、保険を利用した継続訪問へ移行
＜事例紹介＞
　事例１　　70代女性、独居。ケアマネージャーから依頼。
　〔相談内容〕▼服薬の声かけが必要、▼数日分カレンダーにセットすると分からない。　〔実施内容〕▼毎朝と昼に電話確認、▼専用日めくりカレンダー作成。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：極めて不良⇒良好、▼残薬状況：やや不良→良好。
　事例２　　80代女性、独居。ケアマネージャーから依頼。
　〔相談内容〕▼処方元２つで薬がバラバラ、▼独居で、物忘れ少しあり。　〔実施内容〕▼まとめて一包化、▼重複投薬あり→医師に相談し処方を整理。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：極めて不良→ほぼ良好、▼残薬状況：極めて不良→ほぼ良好。
　事例３　　60代女性、夫婦のみ。訪問看護師から依頼。
　〔相談内容〕▼同一病院の複数科受診で管理が大変、▼水薬及び外用剤の残薬あり。　〔実施内容〕▼まとめて一包化、▼水薬の剤形変更。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：やや不良→良好、▼残薬状況：極めて不良→良好。
＜事業の成果＞
　○少数だが、高齢者が抱える薬の問題を薬剤師が訪問することで解決でき、薬の適正使用推進につながった
　○紹介者へのアンケートにより、本事業の課題の一部を把握でき、対策を考案できた
　○一部地域では、薬局薬剤師が講師として紹介者対象の薬の勉強会を実施
＜課題への対策＞
　○課題１：　本人・家族の同意が得られない　〔対策〕地域住民への薬局薬剤師による「お薬健康相談会」の実施（高齢者サロンで実施中）
　○課題２：　対象者の選定が難しい　〔対策〕今回の事例を紹介
　○課題３：　紹介者に薬剤師の職能が十分に理解されていない　〔対策〕紹介者対象の薬の勉強会など顔の見える関係を構築

【参考】宇佐地区における薬局薬剤師の在宅業務推進事業報告書（抜粋）

宇佐地区の実施結果を参考に
大分全域への拡大を（ ）
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　――薬局薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療
養管理指導）について、まずはお試しができるというのはとて
も良いアイデアだと思います。実施に至るきっかけから教えて
ください。
　島崎主任「この『薬剤師のおためし訪問』については、厚労省の委
託事業（薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業）として平
成26、27年度に東京都薬剤師会、平成28年度に長野県薬剤師会
が行った内容を参考にしました。この事業を知ったのは県庁内で行わ
れた研修会でしたが、その講演を拝聴して私共の地区でもやってみ
たいと思ったのがきっかけです。まずはニーズを把握するために、平
成28年度に管内３地区で薬剤師等を対象に在宅業務についての調
査を行いました。その調査の中で、調剤薬局の約２割は在宅の実績
はあるものの、５割くらいは、体制は整えているが実績がないという現
状が浮かび上がりました。その一方で、当保健所の保健師等から話
を聞くと、患者さんやご家族、あるいは現場の訪問看護師等は、薬の
管理に困っていて薬剤師にも訪問してほしいと思っている人は多いと
のことでした。このギャップを埋めるために、この『おためし訪問』が有
効ではないかと思いました。」
　大塚主幹「平成29年度の事業計画を立てる検討会議の中で、島
崎からこの調査結果をもとに『おためし訪問』を実施したいとの提案
がありました。その発言にはとても説得力がありましたし、その熱い思

いに動かされ、『よしやってみよう』ということになりました。さっそく企
画立案に向けて彼を中心に動いてもらい、年度内に実施することが
できました。」

　――実現に向けて具体的にはどのように動かれたのでしょ
うか。
　島崎主任「まず、どこの地区でどのくらいの規模から始めるべき
か、在宅医療に造詣が深い宇佐市薬剤師会の友松会長に相談した
ところ、この事業の趣旨に大いに賛同頂き、『予算は薬剤師会の方で
負担するから、宇佐でやってみよう』と有難い申し出を頂きました。実
施地区と予算のことは宇佐市薬剤師会にお任せし、私は先行事例

先である長野県薬剤師会に使用許可を頂いたうえで書類関係の様
式を宇佐地区版に修正し実施体制を整えました。その実施要領を
持って、医師会や各関係団体を回り了解を得ました。こうして実施に
向けた準備が整いました。」
　――今、薬局薬剤師は、かかりつけ薬剤師として多職種連携に
よる在宅医療への参画が求められていますので、薬剤師会として
も良いタイミングだったわけですね。
　大塚主幹「地区薬剤師会の多くは、事務局に専従職員を置いてお
らず、このようなモデル事業等を行うにしても、理事自らが薬局勤務
の傍ら時間外に行うことになりますので、簡単に引き受けられる状況
にないのが普通だと思います。しかも薬局の場合、多職種との接点が
まだまだ少ない気がしますので、保健所の私共が事務的なサポートと
多職種をつなぐという両方の役割を担えば、薬剤師会も動きやすい
のではないかと思いました。」

　――考えてみれば、保健所は医師や保健師、薬剤師等多職種
が集う職場ですので、保健所がこうした多職種連携の拠点にな
り、薬剤師会と補完し合い協働する形が出来上がったのは大き
いですね。特に地域資源が少ない地域の方にはぜひ参考にして
ほしい事例ではないでしょうか。次に事業の流れについて教えて
ください。
　島崎主任「詳細については、お渡しした資料『薬剤師のおためし訪
問』事業フローチャートをご覧ください。当事業を始めるに当たって
は、まず宇佐市在宅医療・介護連携推進協議会の場を利用して詳細
を説明し協力要請を行いました。その場では、訪問看護師やケアマ
ネージャー等から服薬に問題を抱える人を紹介してもらいます。次に
薬剤師が入ることについて同意をもらい、薬剤師会を通じて薬局を
マッチングします。ただし、全ての会員薬局ができるわけではないの
で、手上げしてもらいエリアごとにリストを作りました。そのリストを使
い患者さんの住んでいる場所や主治医の情報などを勘案しながら
マッチングします。担当薬剤師が決まったら、その薬剤師が主治医の
同意を取り付けます。実際に訪問が終わると必ず主治医と紹介者へ
報告し、改善すべき点があれば情報共有していくという流れです。期
間は９月から12月までの４か月間。お試し期間は、訪問開始から２か
月以内と定めました。２か月以内で問題をある程度解決でき、その後
の介入が必要なければそれで終了ですが、まだまだ継続して訪問が

必要だということであれば、医師の指示を得ながら、保険適用の訪問
に切り替え継続していくという流れになります。
　参考資料『在宅業務に至る３つのパターン』にあるように通常の流
れとして医師から指示がある場合は保険請求の訪問パターンです
が、私共が想定しているのはⅡかⅢのパターン（薬局提案型か多職種
提案型）です。多職種からの流れが作れれば普及拡大に寄与するの
ではないかと思っています。」

　――大分県公衆衛生学会（2月24日）でこの事業を発表された
と伺いました。そのときの反響も含めて今後の展望をお聞かせ
ください。
　島崎主任「当学会は、大分県下の保健所職員が集う学会です
が、他の地区の保健所からもやってみたいという声を頂きました。実
際に中津市薬剤師会では来年度（平成30年度）から行うことが決

定したと聞いています。作業部会が立ち上がり具体的な話を詰め
ている所だと思います。」
　大塚主幹「在宅が進まずお困りの地域があれば、紹介したい仕組
みだと思っています。残薬解消による財政改善や処方内容の見直し
にもつながるような事例もありますので、参考にして頂ければと思い
ます。今回の診療報酬改定では多剤投薬の見直しや残薬解消に向
けた内容が多く盛り込まれましたが、この『おためし訪問』の制度によ
る具体的な改善例は、医師や多職種の関係者にとって、良い啓発に
なるのではないかと思っています。」

　――先ほど、北部保健所でお話を伺ってきました。島崎主任は
友松会長に相談に行くや否やすぐに賛同してもらいとても有難
かったと話されていましたが、やってみようと思った理由をお聞か
せください。
　友松会長「まず、私自身が介護と医療保険の常務理事として長年
在宅業務の普及に取り組んできたという背景があります。今回、保
健所の島崎主任がこの事業のことで私のところに相談にきましたの
で、事業に係る費用は当支部（宇佐市薬剤師会）の事業費として捻

出するから、一緒に取り組んでみようと申し上げました。話を聞いて
とても良い事業だと思いましたので、形だけに終わらず、今後につな
げていくためには、県の予算に頼らずに、自分たちで実現可能なやり
方を考えて行う方が良いと思ったからです。そして具体的には、事業
実施期間は９月から12月までの４か月間で、お試し期間は患者１名
につき２か月まで。薬剤師の訪問に対する報酬は、保険点数を考慮
して薬剤師訪問１回につき５千円と設定しました。どのくらいの件数
になるか予想しにくい部分はありましたが、当支部の規模であれば負
担は可能だと判断してのことです。それで、薬剤師会としては在宅
業務に専念し、事業に対する事務手続き等の一切は保健所が事務
局として担ってくれることで、合意形成がなされ、正式に決定したと
いうわけです。」

　――実施報告におためしを経て継続訪問に至った例がいくつ
かありましたが、実施結果についてはどう思われますか？
　「当事業の報告では、実施件数は想定より少なかったものの、お試
しから引き続き保険適用の訪問につながった例が3件あり、良い事例
を得ることができ手応えを感じたと同時に課題もはっきりと見えてき
ました。ケアマネージャーをはじめ現場の多職種の方々への理解が

進めばもっと広まるかなと思います。この実施結果が参考になり、大
分県全域に広がっていくことを望んでいます。今、各自治体は地域包
括ケアシステムを生活圏域ごとに構築しなければなりませんが、その
社会資源として薬局は地域に点在していますので、これを使わない
手はありません。薬剤師としてもその職能を活かして社会貢献してい

くチャンスにもなります。地域に出向いていく足掛かりとして、この「お
試し訪問」という仕組みは有効だと思っています。薬剤師会としても、
会員薬局が地域の健康サポート薬局・かかりつけ薬剤師・薬局になれ
るように支援していきますが、薬剤師一人ひとりがその自覚を持って
頑張ってほしいと願っています。」

　取材の最後に、現場の薬剤師の方から直接お話を伺うため、実
施薬局を２軒お訪ねすることができました。実施者の声をお聞きくだ
さい。

〈談〉迫田いづみさん（友松薬局柳ヶ浦店　薬剤師）
　「最初にこの話を聞いたとき、画期的な取り組みだと思いまし
た。私は３名担当しました。いずれも訪看（訪問看護師）さんからの
紹介でした。
　面識のない先生がかかりつけ医でしたので、直接訪問の指示をも
らうことにとてもプレッシャーを感じましたが、訪看さんからの働きかけ
もあって何とか指示書をいただくことができました。患者さんのお宅に
訪問するときも、最初は紹介者の方と同行させていただきましたが、
患者さんからも戸惑われる様子が見られ、薬剤師が在宅に行くとい
うことは、あまり知られていないと実感しました。ニーズのある方は点
在されていると思いますので、今回のようなお試しということができ
れば、良いきっかけになるかもしれません。これだけ在宅業務を国の
施策で進めているにもかかわらず、経験する機会が少ないという現
状を変えていくきっかけになればと思っています。実際に在宅業務を
行ってみると、移動でも時間は取られますし、訪問する時間の調整も
こちらの都合だけでは決められません。６時すぎてから行くことも多
く、大変ではありますが、私たちの介入によって患者さんのアドヒアラ
ンスが改善していくと、やり甲斐も感じることができました。とにかく、
やってみることで課題も具体的にしっかり見えてきましたので、本当に
良い経験になりました。1回でも現場の多職種の皆さんと一緒に仕事
をしたという実績ができれば、そこから人脈も広がりますし、活動しや
すくなります。これからも前向きに在宅業務に頑張って取り組んでい
きたいと思っています。」

〈談〉池山尚子さん（ふたば薬局　取締役/管理薬剤師）
　「私は2名紹介を受け担当しました。最初の方は、認知機能の低
下によって、お薬カレンダーを使ってもまったく飲めなくなったという
ことで、ケアマネ（ケアマネージャー）さんから紹介がありました。通
常のお薬カレンダーを使っているが、日付が沢山あって混乱している
との訴えから、日めくり型のカレンダーを独自に作って試してみまし
た。それで何とか服用できるようになり、その方は現在も保険を使っ
て継続しています。
　以前から在宅業務には少しずつ取り組んでいましたが、この『おた
めし訪問』については、保険の縛りがないので、気軽に提案できると
ケアマネさんや訪看さん等紹介者からも好評で、他の医療機関の患
者さんも紹介して頂くなど、紹介先の入口が広がった感じがします。
保健所の方が医療機関の先生方に事前に説明して頂いていました
ので、ご相談もしやすくてスムーズに進みました。ケアマネさんからケ
ア会議に来ませんかとお誘いいただいたのも良かったです。継続して
出席する中、薬剤師の在宅業務の話をさせてもらったりしているうち
にいろいろと声をかけてもらえるようになりました。自らが積極的に行
動を起こせば、何らかの反応が返ってくるのかなと実感しました。現
在、訪問している患者さんは７名ですが、10名を目指して取り組んで
います。今後は、認知症の方も増えていくと思いますので、これから
も、その人それぞれに合った形に工夫しながら薬剤師としての職能を
活かしていければと考えています。」

次は中津市薬剤師会が実施を表明。
普及拡大の予感（ ）

事業は、実現可能な案を自分たちで
考えて取り組むことが大切（ ）

経験して分かる在宅業務の
大変さとやり甲斐（ ）

おためし期間があることで、
在宅業務に至る入口の広がりを実感（ ）

ふたば薬局の皆さん（中央が池山尚子さん）

《 インタビュー 》

《 実施薬局を訪ねて 》

一般社団法人
宇佐市薬剤師会
友松茂喜 会長

友松薬局柳ヶ浦店の皆さん（向かって左が迫田いづみさん）

＜事業目的＞
　○服薬に問題を抱える住民の薬の適正使用を推進すること
　○在宅療養関係者と薬局との連携を強化し、在宅療養の質の向上を図ること
＜事業実施方法＞
　（１）薬局薬剤師のおためし訪問（対象：宇佐地区の服薬に問題がある住民）
　（２）紹介者へのアンケート（対象：宇佐地区のケアマネージャー及び訪問看護師等103名。内容：事業の認知、事業に対する意見等）
＜事業実施結果＞
　○本事業への対応可能薬局：14薬局（各中学校区2薬局程度、最大19件対応可能）
　○依頼件数：　6件（内訳：ケアマネージャーから2件、訪問看護師から4件）
　○実施結果：　6件中4件はおためし終了（残り2件は患者入院のため中断）
　　　　　　　・紹介者の評価が得られた3件は、いずれも薬剤師との連携を「有効」と回答
　　　　　　　・この3件はおためし終了後、保険を利用した継続訪問へ移行
＜事例紹介＞
　事例１　　70代女性、独居。ケアマネージャーから依頼。
　〔相談内容〕▼服薬の声かけが必要、▼数日分カレンダーにセットすると分からない。　〔実施内容〕▼毎朝と昼に電話確認、▼専用日めくりカレンダー作成。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：極めて不良⇒良好、▼残薬状況：やや不良→良好。
　事例２　　80代女性、独居。ケアマネージャーから依頼。
　〔相談内容〕▼処方元２つで薬がバラバラ、▼独居で、物忘れ少しあり。　〔実施内容〕▼まとめて一包化、▼重複投薬あり→医師に相談し処方を整理。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：極めて不良→ほぼ良好、▼残薬状況：極めて不良→ほぼ良好。
　事例３　　60代女性、夫婦のみ。訪問看護師から依頼。
　〔相談内容〕▼同一病院の複数科受診で管理が大変、▼水薬及び外用剤の残薬あり。　〔実施内容〕▼まとめて一包化、▼水薬の剤形変更。
　〔紹介者評価〕▼服薬状況：やや不良→良好、▼残薬状況：極めて不良→良好。
＜事業の成果＞
　○少数だが、高齢者が抱える薬の問題を薬剤師が訪問することで解決でき、薬の適正使用推進につながった
　○紹介者へのアンケートにより、本事業の課題の一部を把握でき、対策を考案できた
　○一部地域では、薬局薬剤師が講師として紹介者対象の薬の勉強会を実施
＜課題への対策＞
　○課題１：　本人・家族の同意が得られない　〔対策〕地域住民への薬局薬剤師による「お薬健康相談会」の実施（高齢者サロンで実施中）
　○課題２：　対象者の選定が難しい　〔対策〕今回の事例を紹介
　○課題３：　紹介者に薬剤師の職能が十分に理解されていない　〔対策〕紹介者対象の薬の勉強会など顔の見える関係を構築

【参考】宇佐地区における薬局薬剤師の在宅業務推進事業報告書（抜粋）

宇佐地区の実施結果を参考に
大分全域への拡大を（ ）
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このコーナーでは、病医院・薬局等の運営に携わる管理者・リーダーの皆様のお役に立てるツールをご紹介いたします。
今回は、Dr.JOY株式会社が提供する、医療機関・取引業者間のコミュニケーションツールをとりあげました。

業務管理・運営の現場に役立つ情報をピックアップ
プチポチ・インフォ

Petit Poti Info.

　私はコミュニケーションを軸に、病院内の課題を解決していきたいと考えています。医療業界全体にとっても、価値のある
活動だと信じてこの会社を創業しました。尚、社名のJOYには、‘‘スタッフが生き生きと働く 病院であってほしい,, という意味
を込めました。大きな病院であったとしても、私の実家の診療所のようなアットホームな病院を日本中に広げていきたいと、本
気で思っています。現在、700以上の医療機関様、900社30 000名以上のメーカー担当者様にこ利用頂けるサービスヘ
と成長して参りました。医療業界の皆様と共にDr.JOYを成長させていきたいと強く想っております。

　私は、大分県の田舎町にある開業医の元に生まれました。そのため、幼い頃か
ら病院は身近な存在でした。実家は小さな診療所だったので、院内のコミュニ
ケーションは比較的上手くいき、そして患者さんとも距離が近く、まさに私にとって
は ‘‘理想的な環境’でした。
　ただ、私も医師になり、大きな病院で働けば働くほど、スタッフ間のコミュニケ一
ションはなかなか上手くいかず、そこには様々な課題があることを感じました。
　まず感じたのが、離職率の高さです。次に、会議、研修などにおいて、多くの職
種・勤務形態の方が関わる中で、情報共有の非効率さを感じました。他にも、取
引先MRさんとの関わり方について、パンフレットを渡すためだけでも、廊下でただ
ひたすら待ち続けています。彼らが医療者に薬剤情報を届ける費用は年間1.2
兆円にも及ぶと言われていますが、この待ち時間の人件費が、病院が購入する
薬剤費にも繋がっています。
　これら一つーつを突き詰めていくと、コミュニケーションミスやロスが根本の原
因だと思っています。情報をスタッフに伝えにくいのも、MRさんと効率的なやりと
りが実現できないのも、情報共有を支える仕組みがないからだと、私は結論づけま
した。
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筆者：齋藤清一 氏 
立命館大学客員教授、医療経営研究センター副センター長を経て現在
㈱人事賃金管理センター代表取締役、日本病院人事開発研究所 代表
幹事、滋慶医療科学大学院大学客員教授、立命館大学上席研究員、埼
玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了
●専門分野：人事労務管理、賃金統計学、組織計画、目標管理、利益計
　画、予算統制、評価システム、労働法関連等
●所属学会：日本経営倫理学会、日本労務学会、日本おもてなし学会理事
●主な著書：「エクセレントホスピタル」（日総研）、「病院・施設の人事　
賃金制度の作り方」（日本能率協会）「人事考課実践テキスト」「病院　
人材育成とコンピテンシー活用の仕方」「医師の賃金はこう決める」　
「職能給の決め方が分る本」〔経営書院〕 他多数。
人事賃金の設計、改善改革コンサルのご相談を受け賜っております。
　人事考課、面接訓練、目標設定訓練、コンピテンシー評価者訓練、管
理監督者訓練、モチベーションアップ研修など、人事賃金のあらゆる改
革をサポートしています。

　人事異動はサラリーマンにとっての一大関心事で
ある。特に毎年4月1日づけで実施される定期異動は
サラリーマンには悲喜こもごもの定例行事でもある。
今回はこの人事異動の効用について考えてみよう。

　組織には日が当たる場所、日が当たらない不遇な場
所がある。これは配置の問題である。何処で働くかは
サラリーマンにとっては一大事である。自分の性格に
あった好きな仕事か、適性はどうか…など仕事の選択
は非常に大切である。口下手な人を営業に配属した
り、また数字が苦手だと言う人を経理に異動させるこ
とは問題と思うが、その選択権は経営側にある。しか
し、その考え方も時代と共に大きく変わってきた。特に
政府が進める、働き方、休み方改革は経営者の人材
に関する価値観を大きく変えることになるだろう。筆者
は各経営者に、社員が働きやすい職場とはどのような
職場でしょうかと尋ねてみたことがある。その答えは社
員に「自由裁量権を与えることだと思う」との答えが多
かったのである。これは筆者の限られたコンサル先で
の回答である。能力実力主義人事制度を実効ある制
度として推進するにはその人の強みを生かす適材適
所に配置し実力を発揮させることは当たり前のことで
ある。
　人事異動はその適性、適所探しの手法の一つであ
る。職種限定採用も同様である。資格免許取得者だか
らといってその職種に適性があるとは言い切れない。
例えば看護職群は急性期、慢性期、回復期というよう
に職種も多く（仕事の幅が大きい）マスターしなければ
ならない職種が多数ある。事務職群も同様であり、人
事異動は一人前の人材に成長するためには必要不可
欠である。
　人事の運、不運をなくすためには人事異動を制度と
して動かす事が必要である。異動を行うことで日が当

たらないところにいた者は今度は明るい場所に出る。
この時点で人事は公平、公正になる。また人事異動を
することによってキャリアプラスワン（1点）が付与され
る。管理者になるためにはキャリアプラス3点のキャリ
アパス（異職種、異部署経験3回）は絶対必要資格要
件である。
　次に人事異動と人事処遇のあり方を考えてみよう。

　人事異動は能力開発の重要な手段・方法の一つで
ある。しかし能力開発のためとはいっても新たな部署
に異動した者と同じ部署で異動しない者を比較した
場合に、異動をした者は仕事に不慣れなために人事
考課は不利になるのではないかという疑問がよく寄せ
られる。人事異動者と異動をしない者の処遇の公平
性はどう担保されるべきなのか、答えは人事異動者
が不利になるのであれば人事異動はできない。皆、人
事異動を拒むだろう。しかし、人事考課はそのように
不利につけてはいけないといういくつかのルールがあ
る。
　例えば、山田さんは看護師で職能資格等級４等級
としよう。彼女は今春、オペ室からICU(集中治療室)
に配置換えになった。山田さんの職能資格等級は4等
級で変わらない。だが、山田さんにいきなり4等級の
ICUの仕事を与えてもできないのでレベルを下げて
仕事を与える。これは当たり前である。仕事ができない
からといって「問題ありダメ『D』」とつけてはいけない
というルールがある。仕事の成果（成績考課）は賞与、
昇給のベースになる考課である。異動したので賞与も
昇給も少なくなるのでは誰も異動をしなくなるだろう。
従って、仕事の成果を反映させる賞与、昇給は人事
異動発令後、最大2年間は人事考課の猶予期間とし
て異動前(旧部署)の成績考課結果をそのまま使うと
いう決まりになっている。この猶予期間中に部下と上

株式会社　人事賃金管理センター
代表取締役

日本病院人事開発研究所代表幹事
博士(経済学)

齋藤 清一

［第12回］
人事異動と人事処遇のあり方
～評価･育成･活用･処遇～

職員の幸せと経営の発展をサポートする
「日本病院人事開発研究所」
〒248-0001    鎌倉市十二所224
TEＬ 0467-25-4627    FAX  0467-25-5355 
e-mail:seiichi3@bronze.ocn.ne.jp  
http://www.jinjitinginkanri.sakura.ne.jp/
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司は二人三脚を組み、1日も早く新部署（ICU）の４等
級業務のマスターと習熟，修得能力の取得に努める
ことになる。

　人事異動は能力開発や組織活性化のための人事
政策であり、また手段・方法の一つでもある。しかし短
視眼的発想で考える経営者もいるかもしれない。彼女
には入社以来同じ業務を担当させているので「私が
ツーと言えばカーと答えてくれる。」と言う。「私は非常
に助かっている。」その通りと思う。彼女は業務に精通
しているので安心と考えているのだ。
　しかし、これ等の人材は担当者としては立派として
も、会社（病院）を変えたり組織的リーダーシップを発
揮する人材にはなり得ない。筆者の人的資源開発の
研究では同じ定型業務を５年以上担当させていると
一般的に思考停止になるという調査データがある。
　５年間も同じ仕事をしていると、定型業務に即応で
きるのは普通のことである。そこで、毎日、左団扇で仕
事をやるようになる。その結果、業務の日進月歩に対し
ても勉強をしなくなる。
　過去の知識、技術の既得権にしがみつき、毎日惰性
で仕事をするようになる。加齢とともにやがては能力は
陳腐化し淘汰される羽目になる。したがってどんな仕
事にも新鮮な気持ちで一つをマスターしたら、また新
たな仕事に異動し、そこでまた新しい習熟を若い時に
積み重ねておくキャリアパスが大切である。
　この10 年間に新たな習熟を積み加えた者とたった
一つの業務のみの経験者では、輝きが違う。高い山に
登るにはキャリア（CDP）開発の積み重ねが大切であ
る。意図的、計画的にキャリアを積み重ねてこそ加齢と
共に習熟、修得能力は伸びる。
　これからの等級昇格、役職昇進システムで大切なこ
とは等級昇格基準（職能・役割要件書)、昇進基準の
整備と公開が必要である。まず、職能・役割要件書を
基準に能力・役割の充足度を能力考課し、その結果
昇格（肩書き、賃金）が決まる。
　すなわち、昇格したら異職種に人事異動して職務拡
大を図りながら管理監督者に昇進し多能化を進め管
理者として成長をしていく。
　しかし、40歳を過ぎたら1つの道を極める専門能力
が必要である。もちろん職種によってもそのキャリア開
発のステップは異なったものとなるが、50歳までのミド
ルエイジに特定部門の専門能力の背番号を取得して
おけば60歳または65歳までのハイエイジを自信を
持って生きていく事ができるからだ。40歳以降は仕事

だけではなく人間としての幅も大切であり、人事異動
をすることによって視野の拡大、物の見方も変わってく
る。その他、社会性、使命感、気力、体力などにも意識
することが大切である。能力は意識してこそ光輝くか
らだ。
　人格など総合的な能力の判定にはアセスメントが
有効である。つまり、本人の能力、意思と適性を確実に
把握するためには人事考課や適性検査、コンピテン
シー評価、多面評価、キャリアパスの実績、自己申告な
どのデータを有効に活用し、その人が持つ全能力を把
握する。アセスメント（事前評価）は将来に視点を置き
将来的能力を把握する方法として優れている。
　課長昇進は係長として優秀だから課長に昇進させ
たのではない。課長業務ができることを認定したので
昇進をさせるのである。そのためには肩書きは係長の
ままで、異動や配置換えを行い1年程度にわたり課長
業務を代行させ、その実績が確認できた結果である。
課長としてふさわしい問題解決の進め方や、物の見
方や考え方、センスがある。
　昇進は賃金を上げるための処遇ではない。あくまで
も役割であり、役割が果たせなくなったら自らマウンド
を降りなければならない。第4次AI産業革命と言わ
れ、最先端のME機器を使えないと経営変化に対応で
きない時代になりつつある。変化対応能力ある人材を
一人でも多く育てなければならない。人事異動は企業
の将来を決める一大行事でもある。

3．人事異動と昇格・昇進の考え方

1．人事異動と適材適所配置

2．人事異動と人事考課の公平性

12 ● ● ● Vol.48 ● ● ● 13Vol.48

誌上
セミナー



筆者：齋藤清一 氏 
立命館大学客員教授、医療経営研究センター副センター長を経て現在
㈱人事賃金管理センター代表取締役、日本病院人事開発研究所 代表
幹事、滋慶医療科学大学院大学客員教授、立命館大学上席研究員、埼
玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了
●専門分野：人事労務管理、賃金統計学、組織計画、目標管理、利益計
　画、予算統制、評価システム、労働法関連等
●所属学会：日本経営倫理学会、日本労務学会、日本おもてなし学会理事
●主な著書：「エクセレントホスピタル」（日総研）、「病院・施設の人事　
賃金制度の作り方」（日本能率協会）「人事考課実践テキスト」「病院　
人材育成とコンピテンシー活用の仕方」「医師の賃金はこう決める」　
「職能給の決め方が分る本」〔経営書院〕 他多数。
人事賃金の設計、改善改革コンサルのご相談を受け賜っております。
　人事考課、面接訓練、目標設定訓練、コンピテンシー評価者訓練、管
理監督者訓練、モチベーションアップ研修など、人事賃金のあらゆる改
革をサポートしています。

　人事異動はサラリーマンにとっての一大関心事で
ある。特に毎年4月1日づけで実施される定期異動は
サラリーマンには悲喜こもごもの定例行事でもある。
今回はこの人事異動の効用について考えてみよう。

　組織には日が当たる場所、日が当たらない不遇な場
所がある。これは配置の問題である。何処で働くかは
サラリーマンにとっては一大事である。自分の性格に
あった好きな仕事か、適性はどうか…など仕事の選択
は非常に大切である。口下手な人を営業に配属した
り、また数字が苦手だと言う人を経理に異動させるこ
とは問題と思うが、その選択権は経営側にある。しか
し、その考え方も時代と共に大きく変わってきた。特に
政府が進める、働き方、休み方改革は経営者の人材
に関する価値観を大きく変えることになるだろう。筆者
は各経営者に、社員が働きやすい職場とはどのような
職場でしょうかと尋ねてみたことがある。その答えは社
員に「自由裁量権を与えることだと思う」との答えが多
かったのである。これは筆者の限られたコンサル先で
の回答である。能力実力主義人事制度を実効ある制
度として推進するにはその人の強みを生かす適材適
所に配置し実力を発揮させることは当たり前のことで
ある。
　人事異動はその適性、適所探しの手法の一つであ
る。職種限定採用も同様である。資格免許取得者だか
らといってその職種に適性があるとは言い切れない。
例えば看護職群は急性期、慢性期、回復期というよう
に職種も多く（仕事の幅が大きい）マスターしなければ
ならない職種が多数ある。事務職群も同様であり、人
事異動は一人前の人材に成長するためには必要不可
欠である。
　人事の運、不運をなくすためには人事異動を制度と
して動かす事が必要である。異動を行うことで日が当

たらないところにいた者は今度は明るい場所に出る。
この時点で人事は公平、公正になる。また人事異動を
することによってキャリアプラスワン（1点）が付与され
る。管理者になるためにはキャリアプラス3点のキャリ
アパス（異職種、異部署経験3回）は絶対必要資格要
件である。
　次に人事異動と人事処遇のあり方を考えてみよう。

　人事異動は能力開発の重要な手段・方法の一つで
ある。しかし能力開発のためとはいっても新たな部署
に異動した者と同じ部署で異動しない者を比較した
場合に、異動をした者は仕事に不慣れなために人事
考課は不利になるのではないかという疑問がよく寄せ
られる。人事異動者と異動をしない者の処遇の公平
性はどう担保されるべきなのか、答えは人事異動者
が不利になるのであれば人事異動はできない。皆、人
事異動を拒むだろう。しかし、人事考課はそのように
不利につけてはいけないといういくつかのルールがあ
る。
　例えば、山田さんは看護師で職能資格等級４等級
としよう。彼女は今春、オペ室からICU(集中治療室)
に配置換えになった。山田さんの職能資格等級は4等
級で変わらない。だが、山田さんにいきなり4等級の
ICUの仕事を与えてもできないのでレベルを下げて
仕事を与える。これは当たり前である。仕事ができない
からといって「問題ありダメ『D』」とつけてはいけない
というルールがある。仕事の成果（成績考課）は賞与、
昇給のベースになる考課である。異動したので賞与も
昇給も少なくなるのでは誰も異動をしなくなるだろう。
従って、仕事の成果を反映させる賞与、昇給は人事
異動発令後、最大2年間は人事考課の猶予期間とし
て異動前(旧部署)の成績考課結果をそのまま使うと
いう決まりになっている。この猶予期間中に部下と上
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日本病院人事開発研究所代表幹事
博士(経済学)
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職員の幸せと経営の発展をサポートする
「日本病院人事開発研究所」
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司は二人三脚を組み、1日も早く新部署（ICU）の４等
級業務のマスターと習熟，修得能力の取得に努める
ことになる。

　人事異動は能力開発や組織活性化のための人事
政策であり、また手段・方法の一つでもある。しかし短
視眼的発想で考える経営者もいるかもしれない。彼女
には入社以来同じ業務を担当させているので「私が
ツーと言えばカーと答えてくれる。」と言う。「私は非常
に助かっている。」その通りと思う。彼女は業務に精通
しているので安心と考えているのだ。
　しかし、これ等の人材は担当者としては立派として
も、会社（病院）を変えたり組織的リーダーシップを発
揮する人材にはなり得ない。筆者の人的資源開発の
研究では同じ定型業務を５年以上担当させていると
一般的に思考停止になるという調査データがある。
　５年間も同じ仕事をしていると、定型業務に即応で
きるのは普通のことである。そこで、毎日、左団扇で仕
事をやるようになる。その結果、業務の日進月歩に対し
ても勉強をしなくなる。
　過去の知識、技術の既得権にしがみつき、毎日惰性
で仕事をするようになる。加齢とともにやがては能力は
陳腐化し淘汰される羽目になる。したがってどんな仕
事にも新鮮な気持ちで一つをマスターしたら、また新
たな仕事に異動し、そこでまた新しい習熟を若い時に
積み重ねておくキャリアパスが大切である。
　この10 年間に新たな習熟を積み加えた者とたった
一つの業務のみの経験者では、輝きが違う。高い山に
登るにはキャリア（CDP）開発の積み重ねが大切であ
る。意図的、計画的にキャリアを積み重ねてこそ加齢と
共に習熟、修得能力は伸びる。
　これからの等級昇格、役職昇進システムで大切なこ
とは等級昇格基準（職能・役割要件書)、昇進基準の
整備と公開が必要である。まず、職能・役割要件書を
基準に能力・役割の充足度を能力考課し、その結果
昇格（肩書き、賃金）が決まる。
　すなわち、昇格したら異職種に人事異動して職務拡
大を図りながら管理監督者に昇進し多能化を進め管
理者として成長をしていく。
　しかし、40歳を過ぎたら1つの道を極める専門能力
が必要である。もちろん職種によってもそのキャリア開
発のステップは異なったものとなるが、50歳までのミド
ルエイジに特定部門の専門能力の背番号を取得して
おけば60歳または65歳までのハイエイジを自信を
持って生きていく事ができるからだ。40歳以降は仕事

だけではなく人間としての幅も大切であり、人事異動
をすることによって視野の拡大、物の見方も変わってく
る。その他、社会性、使命感、気力、体力などにも意識
することが大切である。能力は意識してこそ光輝くか
らだ。
　人格など総合的な能力の判定にはアセスメントが
有効である。つまり、本人の能力、意思と適性を確実に
把握するためには人事考課や適性検査、コンピテン
シー評価、多面評価、キャリアパスの実績、自己申告な
どのデータを有効に活用し、その人が持つ全能力を把
握する。アセスメント（事前評価）は将来に視点を置き
将来的能力を把握する方法として優れている。
　課長昇進は係長として優秀だから課長に昇進させ
たのではない。課長業務ができることを認定したので
昇進をさせるのである。そのためには肩書きは係長の
ままで、異動や配置換えを行い1年程度にわたり課長
業務を代行させ、その実績が確認できた結果である。
課長としてふさわしい問題解決の進め方や、物の見
方や考え方、センスがある。
　昇進は賃金を上げるための処遇ではない。あくまで
も役割であり、役割が果たせなくなったら自らマウンド
を降りなければならない。第4次AI産業革命と言わ
れ、最先端のME機器を使えないと経営変化に対応で
きない時代になりつつある。変化対応能力ある人材を
一人でも多く育てなければならない。人事異動は企業
の将来を決める一大行事でもある。

3．人事異動と昇格・昇進の考え方

1．人事異動と適材適所配置

2．人事異動と人事考課の公平性
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外山アソシエイツ
社会保険労務士

西尾 直子

［第2回］
休憩時間について
～一問一答！ 現場の悩みにズバリお答えします～

外山アソシエイツ Toyama Associates
〒530-0047 大阪市北区西天満４－１１－２２
阪神神明ビル３階 外山法律事務所内
TEL:06-6316-1777 　FAX:06-6316-7117
E-mail:nishio@toyama-law-office.jp

ご相談は
こちらに

　　私の会社では、休憩中も取引先からの電話や来
客があるので、室内に残っている職員に対応しても
らっていますが、労働時間になるのでしょうか？そも
そも、休憩時間はどのように与えるべきなのでしょう
か？
　　まず、最初に、法律は休憩について規定を設け
ています（例外もあります）。

❶長　さ　労働時間が6時間を超えて8時間以内は
　　　　　45分以上
　　　　　労働時間が8時間を超えると1時間以上、
　　　　　にすること
❷位　置　労働時間の途中に与えること
❸時間帯　事業所の職員全員に一斉に同じ時間に
　　　　　与えること（一斉付与）
❹用　途　休憩時間は、職員の自由に使わせること
　　　　　（自由利用）

　ご質問の休憩中の電話対応や接客は、❹の自由利
用の原則に反するおそれがあります。
　この原則に則ると、休憩時間中は職員を労働から解
放し自由にさせなければなりません。解放とは、仕事の
手を止めるだけでなく、指揮・監督から離れることも指
しています。程度にもよりますが、「午後からでいいけど、
これをして下さい」などの指示や、「体操して身体を動
かした方がいいよ」などの干渉もしないほうが望ましい
ということになります。
　組織の秩序として、休憩場所、休憩中の行動、外出
等について一定の規制があるのは当然ですが、それに
反しなければ、お昼ご飯を食べるのも、本を読むのも、
おしゃべりをするのも、眠るのも、職員の自由です。
　そういった休憩時間に、ある職員が、自由な意思で
「たまたま電話の近くにいたのでとった」というなら、働
かせている、とまではいえないでしょうが、徐々に「とらな
いと気が引ける」といった意識から、「出ざるを得ない」
状況になり、「室内に残っている職員は電話に出るのが
当然」な状態になってしまったので、職員間で平等にす
るため「当番制にした」となれば、労働時間になってしま

います。積み荷を待っているドライバーやお店の販売
員などと同様に、いつでも仕事ができるよう待機してい
る状態で、これは手待ち時間といい、労働時間に含ま
れる時間です。
　職員それぞれに（そのくらいはするべき）と思う人や
（仕方がなくやっている）人など、意識も感じ方も様々
で、自由意思か、業務かの線引きはとても困難です。
　ただ、全員が一斉に仕事を中断しても業務に支障が
ないという会社も少ないでしょうから、実際には、職員
の休憩時間をずらして交替で対応してもらうということ
になるでしょう。
　そうすると、今度は、上記3の一斉付与の規定に抵
触してしまいますが、その原則どおりに規制するのは、
こうした会社の実情に合わないため、労使協定を結ぶ
ことによって適用除外とすることが認められています。
　その他、休憩時間は、「労働時間の途中に」与えると
なっていますので、終業時刻を休憩時間分早めて帰ら
せたからといって休憩を与えたことにはなりませんが、
「正午からと午後3時から」などに、分けて与えるのは
構いません。

　管理職の方も、どの職員が何時から休憩に入るのか
を全て把握できるものでもありませんし、仕事に熱中し
ていると、いきなり休憩に切り替えるのも大変ではあり
ますが、労働時間と休憩時間の線引き、という意識は
持っておかれたほうがよいでしょう。

Q

A

筆者：西尾直子氏
社会保険労務士（大阪府社会保険労務士会所属）
知的財産管理技能士[二級・管理業務]、生産性賃金管理士（日本生産性本部認定）、法律事務
所にてパラリーガルとして勤務。社会保険労務士資格を取得し、外山法律事務所のパートナー事
務所を開設。
立命館大学・医療経営講座の修了生（齋藤清一先生に師事）でもあり、医療労務コンサルタント
（全国社会保険労務士連合会認定）として、医療機関からの相談も数多く手掛けている。
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～ 知 っ て お き た い 税 務 の 話 第29回

平成30年度税制改正の
ポイント

税  務
部  屋
の

　第28回では、平成30年度税制改正の特例事業承継税制についてお話しさせて頂きました。
今回は平成30年度税制改正のうち、所得税に関係する部分についてお話ししていきます。

所長：春畑匠美
春畑税理士事務所

▽所長　春畑匠美、平成元年九州北部税理士会登録／ＴＫＣ全国会・医業会計システム研究会・社会福祉法人研究会・公益法人研究会所属／
　　　　　　　　  ＭＭＰＧ・日本医業経営コンサルタント協会会員／関連会社：ＴＡＣコンサルタンツ株式会社・福岡給与計算センター有限会社
▽医療福祉経営における「税務会計労務」の分野についてトータルで支援する総合事務所　　〒811-1311 福岡市南区横手1丁目13-2　TEL 092-585-6865　FAX 092-585-6805

●執筆：春畑税理士事務所　（ 業務部　部長　緒方 孝行 ）

1.基礎控除、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しについて

2．青色申告特別控除の要件の見直しについて

①基礎控除を10万円引上げと合計所得金額による制限の導入
　基礎控除が38万円（住民税33万円）から48万円（住民税43万円）に引き上げられるとともに、合計所得金額に応じ
て段階適用となります。

④所得金額調整控除の創設
　ⅰ) 給与等の収入金額が850万円を超える者で下記に該当する場合には、給与等の収入金額（1,000万円が上限）か
ら850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、その年分の給与所得から控除します。　
　a  本人が特別障害者
　b  年齢23歳未満の扶養親族を有する
　c  特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
　ⅱ) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、これらの合計金額が10万円
を超える場合には、給与所得控除後の金額（上限10万円）及び公的年金等に係る雑所得の金額（上限10万円）の合
計額から、10万円を控除した残額を、その年分の給与所得から控除します。
※④ⅰは、子育て世帯（23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる者）と介護世帯（特別障害者控除の対象者が同一
　　生計内にいる者）に対して、給与所得控除の金額の上限額を引下げないための調整
　④ⅱは、②と③の両方の適用を受ける者に対して、二重控除にならないための調整
　
　では今回の改正により、給与所得者の基礎控除と給与所得控除がどのように変化するのかを年収ごとに、下記にま
とめてみました。

　個人事業者の青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし現行の要件（正
規の簿記の原則に従って会計記録）に加えて、下記のいずれかの要件を満たす場合は青色申告特別控除の控除額は
65万円となります。

追加要件:①その年分の事業に係る一定の帳簿について電子帳簿保存法の定めるところにより電磁的記録の備
　　　　　 付け及び保存を行っている
　　　　 ②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子
　　　　　 情報処理組織を使用して行なうこと（電子申告）

　以上、平成30年度税制改正の所得税関係で注目すべきことについてお話をしてきました。
　上記の改正は、所得税については平成32年より、住民税については平成33年より適用されるものです。毎年行われ
る税制改正で所得税、特に所得控除に関しては、年々複雑になってきています。平成30年より適用される配偶者控除
（第27回掲載）と、今回の基礎控除の改正により税負担が大きく変化する方もいらっしゃると思いますので、詳しくは税
理士事務所等にご相談ください。

②給与所得控除を一律10万円引下げ（原則）
　給与所得者の収入から控除される給与所得控除が一律10万円引き下げられ、控除額の上限も195万円（給与収入
850万円超）に引き下げられます。

③公的年金等控除を一律10万円引下げと段階適用について
　公的年金等控除が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金
額に応じて段階適用となります。

■給与所得控除の額の目安

■公的年金等控除の額の目安

■基礎控除の見直し

2,450万円超～2,500万円以下
2,400万円超～2,450万円以下

2,500万円超

2,400万円以下

180万円超
162.5万円超

360万円超

850万円超
660万円超

1,000万円超

162.5万円以下

合計所得金額 差額
基礎控除の額

改正前

38万円（33万円）

65万円
65万円超～72万円以下
72万円超～126万円以下
126万円超～186万円以下

改正後
48万円（43万円）
32万円（29万円）
16万円（15万円）
適用なし

55万円
55万円超～62万円以下
62万円超～116万円以下
116万円超～176万円以下
176万円超～195万円以下

10万円（10万円）
▲6万円（▲4万円）
▲22万円（▲18万円）
▲38万円（▲33万円）

給与年収 差額
給与所得控除の額

改正前 改正後

186万円超～220万円以下

220万円
195万円

▲10万円

▲10万円超～25万円以下
▲25万円

公的年金等の収入金額

410万円以下（65歳未満）
410万円以下（65歳以上）
410万円超～770万円以下
770万円超～1,000万円以下

1,000万円超

改正前

70万円～140万円
120万円～140万円

140万円超～194万円以下

194万円超～上限なし

1,000万円超～2,000万円以下 2,000万円超1,000万円以下
50万円～120万円 40万円～110万円60万円～130万円
100万円～120万円 90万円～110万円110万円～130万円

120万円超～174万円以下 110万円超～164万円以下130万円超～184万円以下
174万円超～185.5万円 164万円超～175.5万円184万円超～195.5万円

185.5万円 175.5万円195.5万円

改正後の公的年金等の控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

850万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上
2,400万円未満

2,400万円以上
2,450万円未満

2,450万円以上
2,500万円未満 2,500万円以上

10万円 10万円10万円 ▲6万円 ▲22万円 ▲38万円

▲10万円～
▲25万円未満 ▲25万円▲10万円 ▲25万円 ▲25万円 ▲25万円

▲15万円
～0円 0円 ▲15万円0円0円 ▲16万円 ▲31万円 ▲32万円 ▲47万円 ▲48万円 ▲63万円

850万円未満
④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし

0万円～
15万円

＿ ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿所得金額調整控除

改正による控除額の差額

改正前と改正後の
基礎控除差額

改正前と改正後の
給与所得控除の差額
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～ 知 っ て お き た い 税 務 の 話 第29回

平成30年度税制改正の
ポイント

税  務
部  屋
の

　第28回では、平成30年度税制改正の特例事業承継税制についてお話しさせて頂きました。
今回は平成30年度税制改正のうち、所得税に関係する部分についてお話ししていきます。

所長：春畑匠美
春畑税理士事務所

▽所長　春畑匠美、平成元年九州北部税理士会登録／ＴＫＣ全国会・医業会計システム研究会・社会福祉法人研究会・公益法人研究会所属／
　　　　　　　　  ＭＭＰＧ・日本医業経営コンサルタント協会会員／関連会社：ＴＡＣコンサルタンツ株式会社・福岡給与計算センター有限会社
▽医療福祉経営における「税務会計労務」の分野についてトータルで支援する総合事務所　　〒811-1311 福岡市南区横手1丁目13-2　TEL 092-585-6865　FAX 092-585-6805

●執筆：春畑税理士事務所　（ 業務部　部長　緒方 孝行 ）

1.基礎控除、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しについて

2．青色申告特別控除の要件の見直しについて

①基礎控除を10万円引上げと合計所得金額による制限の導入
　基礎控除が38万円（住民税33万円）から48万円（住民税43万円）に引き上げられるとともに、合計所得金額に応じ
て段階適用となります。

④所得金額調整控除の創設
　ⅰ) 給与等の収入金額が850万円を超える者で下記に該当する場合には、給与等の収入金額（1,000万円が上限）か
ら850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、その年分の給与所得から控除します。　
　a  本人が特別障害者
　b  年齢23歳未満の扶養親族を有する
　c  特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
　ⅱ) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、これらの合計金額が10万円
を超える場合には、給与所得控除後の金額（上限10万円）及び公的年金等に係る雑所得の金額（上限10万円）の合
計額から、10万円を控除した残額を、その年分の給与所得から控除します。
※④ⅰは、子育て世帯（23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる者）と介護世帯（特別障害者控除の対象者が同一
　　生計内にいる者）に対して、給与所得控除の金額の上限額を引下げないための調整
　④ⅱは、②と③の両方の適用を受ける者に対して、二重控除にならないための調整
　
　では今回の改正により、給与所得者の基礎控除と給与所得控除がどのように変化するのかを年収ごとに、下記にま
とめてみました。

　個人事業者の青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし現行の要件（正
規の簿記の原則に従って会計記録）に加えて、下記のいずれかの要件を満たす場合は青色申告特別控除の控除額は
65万円となります。

追加要件:①その年分の事業に係る一定の帳簿について電子帳簿保存法の定めるところにより電磁的記録の備
　　　　　 付け及び保存を行っている
　　　　 ②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子
　　　　　 情報処理組織を使用して行なうこと（電子申告）

　以上、平成30年度税制改正の所得税関係で注目すべきことについてお話をしてきました。
　上記の改正は、所得税については平成32年より、住民税については平成33年より適用されるものです。毎年行われ
る税制改正で所得税、特に所得控除に関しては、年々複雑になってきています。平成30年より適用される配偶者控除
（第27回掲載）と、今回の基礎控除の改正により税負担が大きく変化する方もいらっしゃると思いますので、詳しくは税
理士事務所等にご相談ください。

②給与所得控除を一律10万円引下げ（原則）
　給与所得者の収入から控除される給与所得控除が一律10万円引き下げられ、控除額の上限も195万円（給与収入
850万円超）に引き下げられます。

③公的年金等控除を一律10万円引下げと段階適用について
　公的年金等控除が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金
額に応じて段階適用となります。

■給与所得控除の額の目安

■公的年金等控除の額の目安

■基礎控除の見直し

2,450万円超～2,500万円以下
2,400万円超～2,450万円以下

2,500万円超

2,400万円以下

180万円超
162.5万円超

360万円超

850万円超
660万円超

1,000万円超

162.5万円以下

合計所得金額 差額
基礎控除の額

改正前

38万円（33万円）

65万円
65万円超～72万円以下
72万円超～126万円以下
126万円超～186万円以下

改正後
48万円（43万円）
32万円（29万円）
16万円（15万円）
適用なし

55万円
55万円超～62万円以下
62万円超～116万円以下
116万円超～176万円以下
176万円超～195万円以下

10万円（10万円）
▲6万円（▲4万円）
▲22万円（▲18万円）
▲38万円（▲33万円）

給与年収 差額
給与所得控除の額

改正前 改正後

186万円超～220万円以下

220万円
195万円

▲10万円

▲10万円超～25万円以下
▲25万円

公的年金等の収入金額

410万円以下（65歳未満）
410万円以下（65歳以上）
410万円超～770万円以下
770万円超～1,000万円以下

1,000万円超

改正前

70万円～140万円
120万円～140万円

140万円超～194万円以下

194万円超～上限なし

1,000万円超～2,000万円以下 2,000万円超1,000万円以下
50万円～120万円 40万円～110万円60万円～130万円
100万円～120万円 90万円～110万円110万円～130万円

120万円超～174万円以下 110万円超～164万円以下130万円超～184万円以下
174万円超～185.5万円 164万円超～175.5万円184万円超～195.5万円

185.5万円 175.5万円195.5万円

改正後の公的年金等の控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

850万円以上
1,000万円未満

1,000万円以上
2,400万円未満

2,400万円以上
2,450万円未満

2,450万円以上
2,500万円未満 2,500万円以上

10万円 10万円10万円 ▲6万円 ▲22万円 ▲38万円

▲10万円～
▲25万円未満 ▲25万円▲10万円 ▲25万円 ▲25万円 ▲25万円

▲15万円
～0円 0円 ▲15万円0円0円 ▲16万円 ▲31万円 ▲32万円 ▲47万円 ▲48万円 ▲63万円

850万円未満
④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし ④ ⅰ に該当 ④ ⅰ 該当なし

0万円～
15万円

＿ ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿ 15万円 ＿所得金額調整控除

改正による控除額の差額

改正前と改正後の
基礎控除差額

改正前と改正後の
給与所得控除の差額
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　国連の紛争調停官として活躍し、日本政府の代表団の一
員としても国際交渉に貢献している「交渉プロフェッショナ
ル」(ＮＨＫ出版新書)の著者の島田久仁彦さんの話は、ビジ
ネスの交渉の最前線でも全く共通していると思いました。

ランチェスター戦略実践コンサルタント、羽山プロジェクトオフィス代表取締役。
『お客づくり実践ニュースレター羽山レポート』無料進呈します。小さな会社やクリニック、調剤薬局などの経営戦略勉強
会実施中。著書『小さな会社のすごい社長！』『小さな会社のできる社長！』（フォレスト出版）。訪問実践勉強会実施中。
熊本大学卒。福岡市在住　  http://www.hayama-pro.com

●羽山直臣(はやまなおみ)プロフィール

〒815-0033　福岡市南区大橋１丁目2-8レーベント大橋307　TEL092-408-3964 　FAX092-408-3984

※ランチェスター戦略のわかりやすいDVDやCDをご紹介します。またランチェスター戦略の
　勉強会を実施しています。お気軽にお問合せ下さい。hayama@hayama-pro.com

弱者の戦略と
応用のポイント

　島田さんの、交渉や調停を成功させるノウハウには、
ビジネスにおける営業や商談を成功させるヒントが多
くあると思いました。
　島田さんは
①交渉では勝つことを目標にしてはいけない。
②様々な合意の中でも長続きするのは当事者同士
　が納得している合意だけ。力で押さえつけても不
　満がくすぶっていれば争いはいつか再燃する。
③『勝った！』と思うと相手は『負けた！』と感じ、『損を
　させられた』『だまされた』『恥をかかされた』という
　不満に変わり、それが蓄積して思わぬしっぺ返し
　につながる。
④大事なことは互いに『一緒に結果を導き出した』と
　いう達成感を共有する事。そのためには信頼感の
　醸成と構築が必要。
と言われる。
　これは商談や仕入活動でも同じだ。さらに続けて言
われることもビジネスの現場と全く同じだ。それは、
①交渉相手をよく理解し尊重すること。そのため相
　手の背景の情報を集め、相手の立場や考えを理
　解して交渉に臨むこと。
②相手の文化や背景を理解し敬意を示せば、相手
　もあなたを信頼し敬意を表し理解しようとしてくれ
　る。敵と味方で利害を争う事になった時ほど相手
　を尊重することを忘れてはいけない。
③調停で何より重要なのは紛争当事者たちから信
　頼を得ること。こいつとは話ができると思ってもら
　うには、相手と同じ目線に立っていることを態度で
　示す事。相手が兵士であれば駐屯地で一緒に地

　べたに座り、軍隊のランチを一緒に食べて彼らの
　話に耳を傾ける。そういった行動を通じて「こいつ
　は自分達と同じ目線でものを考え、自分たちの話
　を聞き一緒に解決策を考えてくれる」と思ってもら
　える。
④私の交渉や調停スタイルで特徴的なのは、ひたす
　ら相手の話を聞くこと。ビジネスの世界と同じく、
　いかに相手に話をさせるか、そして自分の主張を
　聞いてくれたという気持ちになってもらう事が重
　要、と言われる。

　島田さんは、交渉や調停で成功するスキルとして、
様々な技術を紹介される。
　そのひとつとして島田さんは、超多忙な上司やキー
マンに、短い時間の中で案件の状況を報告し、問題点
と対策を提案して承認してもらうことが必要で、これを、
エレベーターが３７秒で最上階の３７階に到着する間に
できるようにスキルを磨いていった。
　これは「エレベーターピッチ」「３０秒プレゼン」という
３０秒・２５０字の短い時間で自社や自分を売り込むセー
ルストークのことで、３０秒・２５０字で説明すると簡潔な
報告・説明ができるようになる。この技術が必要な理由
についてアップルの創業者スティーブ・ジョブズは、
①ビジネスパーソンは忙しい相手に分かりやすくシ
　ンプルに自社の事業を伝えなければならない
②起業家は投資家とエレベーターで居合わせたら、
　自分のビジネスプランを３０秒で的確に伝え資金
　獲得へつなげなければならない。

と言われ、３０秒・２５０字で表現するポイントとして、

①自社が提供する価値や自社が解決できる事、自社
　のセールスポイントや強みを簡潔に表現する。
②相手の抱える問題点は何で、自社のセールスポイ
　ントや強みが相手のどんな問題を解決するか表現
　する。
③競合相手と異なる独自性は何で、相手にどんなメ
　リットがあるか、競合相手と差別化できる点を表現
　する。
④相手に何を意思決定して欲しいか伝える。直接的
　な表現が分かりやすい。
　また、エレベーターピッチは、次の質問に答える形で
まとめるとよいとも言われる。
①何をするのか？ 
②どの問題を解決しようとしているのか？ 
③他とはどう違うのか？
④なぜ気にかける必要があるのか？ 
　そして、この問いに順番に答える形で作成された、あ
る会社のエレベーターピッチが紹介されている。
①Ｌ社は英語が話せない顧客と接点を持ちたいと望
　む企業のために電話通訳サービスを提供する世
　界最大のプロバイダーです。
②米国には平均して２３秒に１人、英語を話せない人
　が入国します。
③その人が病院や銀行、保険会社、救急などに電話
　をしたときＬ社の通訳が対応するわけです。
④当社を使っていただければ１５０ヵ国で顧客や患
　者、見込客と話をすることができます』

また「エレベーターピッチ」の台本を作成するコツは

①「簡潔に言うと」と心がける。
②「このサービスを使えば××が３０％改善される」な
　ど具体的な数字を示す。
③専門用語を使わない。
④余計な文章や表現をそぎ落とす。

と言われる。

　また島田さんは「交渉で成功するには、Ｗｈａｔ（何が
欲しいのですか？）だけでなくＷｈｙ（なぜそのような主
張をされるのですか？）についても話を聞かなければな
らない。私の調停の特徴は、なぜ？と相手に踏み込み、
本当に望んでいることをつかみ、解決策を考えるところ
にある」と言われ、次のような例を出される。
　「オレンジが１つあり、それを２人の姉妹で分けたい
が、どちらも３分の２欲しがっている。このとき『相手も我
慢しているから半分ずつで我慢しなさい』ではなく、『な
ぜ３分の２が欲しいの？』と聞くのが私のやり方。すると
よく話を聞いてみると、お姉ちゃんはケーキを作るため
にオレンジの皮が欲しく、妹はお腹がすいて、お腹を満
たしたかった事がわかり、一番の調停案は、皮はお姉
ちゃんにあげて、実は妹が食べるということになる」
　Whyと聞く事。これはビジネスの世界でも全く同じ
で、島田さんが言われていることは営業や商談の現場
でそのまま使える。

羽山 直臣(はやま なおみ)

ランチェスター戦略実践コンサルタント
羽山プロジェクトオフィス代表取締役

レポート

…あなたは
これを
どう応用
しますか？

交渉の技術

「Ｗｈａｔ」ではなく「Ｗｈｙ」 と聞く

私の交渉や調停スタイルで特徴的なのはひたすら相手の話を聞くこと。自分
の主張を聞いてくれたという気持ちになってもらう事。

1

交渉で成功するには、Ｗｈａｔ（何が欲しいのですか？）だけでなくＷｈｙ（なぜそのような主
張をされるのですか？）についても話を聞かなければならない。私の調停の特徴は、な
ぜ？と相手に踏み込み、本当に望んでいることをつかみ、解決策を考えるところにある。

2

「エレベーターピッチ」の台本を作成するコツは、「簡潔に言うと」と心がける。
「このサービスを使えば××が３０％改善される」と具体的な数字を示す。専門
用語を使わない。余計な文章や表現をそぎ落とす。

3

経営でも同じく、自分の儲けばかりを追っていると、必ずしっぺ返しがくる。4
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◆医師の働き方改革が必要なわけ

◆勤務環境改善の方向性

（ ）　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間
違いなく働く人のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアッ
プしています。今回は、医師の働き方改革についてです。

督署から是正勧告と指導を受け、2017年末に医師に
対して時間外労働賃金の不足分として、医師約600人
に3億円支払いました。
　また、医師の1700万円という高額の年俸における
年俸額に割増賃金を含むという合意の有効性を争っ
た裁判がありましたが、2017年7月7日の最高裁の判
決で通常の賃金と割増賃金の区別が明確でなく、時
間外労働、深夜労働に対する割増賃金が支払われた
ということはできないとして、支払いを命じました。
　本判決は，最高裁が割増賃金に関して厳格な立場
をとることを改めて示しています。
　医療現場において、モチベーションを損なう待遇や
雇用条件、不十分なマネジメント、限られたリソースで、
患者への十分な価値を生み出すことができないという
課題に直面しているところもあります。医療を取り巻く
環境が大きく変化する中で、それらに対応しようとする
負荷が、かえって医療従事者の負担を増加させる恐れ
もあります。

　働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得る
ことを目指した働き方改革が始まっています。
　長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭
生活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性の
キャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因
として、その是正を目指しています。
　医師に関しても、一人の人間であり長時間労働によ
る健康への影響が懸念され、実際に、医師が過労死し
たり、健康を害したりするケースが起きています。また、
過労死等に至らないまでも、主観的に健康でないと感
じている医師も一定割合存在するとみられます。

◆医師の長時間労働の現状
　医師は、昼夜問わず、患者の対応を求められ他の職
種と比較しても長時間労働の実態があります。さらに、
日進月歩の医療技術、より質の高い医療に対するニー
ズの高まり、患者へのきめ細かな対応が求められる傾
向等のため、勤務医の長時間労働に拍車がかかって
いるといえます。
　医師法19条では、「診療に従事する医師は、診察治
療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない」と定められており、時間外の
患者に対しても、当直医による対応だけでなく、医師が
オンコールで対応することも一般的に行われています。
　勤務医約24万人のうち、長時間勤務の実態にある
医師の多くは病院勤務医であり、特に20代・30代の男
女、40代までの男性医師が特に長時間となっていま
す。また、診療科等では、産婦人科、外科、救急科等、臨
床研修医、医療機関種類別では大学病院において、特
に勤務時間が長くなっています。
　さらに、こうした医師の長時間勤務の背景には、地
域や診療科による医師の偏在があると考えられるた
め、医師が不足する地域や診療科においては、一人ひ
とりの医師にかかる負担も大きくなっていると考えられ
ます。
　医師とはいえ、勤務医の場合は労働者とみなされ労
働基準法が適用されます。厚生労働省が開催する「第
3回医師の働き方改革に関する検討会」の勤務外科
医の実態調査が公表され、1週間当たりの労働時間数
が80時間を超える割合は40％を超えていました。
　勤務医の長時間労働問題と時間外労働の賃金に
ついて、杏林大学医学部付属病院（東京都三鷹市）を
運営する杏林学園が、2017年秋に三鷹労働基準監

　過労死や健康を損ねる要因について労働の質と量
の両面から評価する必要がありますが、一人ひとりの
医師の健康確保のために長時間労働を是正していく
必要があります。
　また、提供する医療の質や安全を確保する観点から
も、医師が疲弊せずに働けることは重要ですが、保健・
医療が、医療従事者の負担と倫理観に過度の依存し
ている状況には限界があります。
　また、女性医師の割合が上昇していることなどを踏
まえれば、医師についても多様で柔軟な働き方を実現
していかなければ、性別を問わず、医師として働き続け
られる人材の確保が困難となります。また、若い世代を
中心に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）へ
の関心が高まる中、魅力的な働き方を提示できなけれ
ば、医師を目指す優秀な若者を逃すことにもなりかねま
せん。

　厚生労働省が開催する「医師の働き方改革に関す
る検討会」の中間的な論点整理では、今後医療機関に
おける働き方改革の実効性を確保するためには、時間
外労働規制の在り方を整理するだけでなく、医療の生
産性の向上の観点も踏まえ、勤務環境改善策をどのよ
うに講じていくかが重要であると報告しています。
　「医師の働き方改革に関する検討会」の中間的な論
点整理では、具体的には以下のような意見が出され
て、これらを踏まえ引き続き具体的な必要事項として
検討されることになっています。
１．健康管理措置の充実
①長時間労働となっている医師に対する産業医に 
　よる面接指導、衛生委員会における審議等、労働
　安全衛生法において事業者に義務付けられてい
　る既存の仕組みの着実な実施について、好事例
　の共有、各都道府県にある産業保健総合支援セ
　ンター等の関係機関による支援等の推進。
②医師の健康には勤務時間だけが影響しているの
　ではないと考えられることから、時間によるもの以
　外の負荷を判断する材料として、ストレスチェック
　の分析。

２．タスク・シフティング（業務の移管）
①医療機関や診療科ごとに提供する診療内容が異
　なるという特性を踏まえ、医師の行うべき業務と
　そうでない業務の明確化、具体的なタスク・シフ
　ティングの導入に向けた検討。また、導入に当たっ
　ては、個々の医療機関の風土やマインドを変えて
　いく必要があり、労働時間短縮の効果の発現ま
　でには時間がかかることへの留意が必要。

②タスク・シフティングの範囲や導入が進まない要
　因及びその対応策について、諸外国の事例も含
　めて検討、特に大学病院でタスク・シフティングが
　進んでいない等の実態を踏まえ、その推進につい
　ての検討。
③医師が行う事務作業について、医師事務作業補
　助者を含めた事務職へのタスク・シフティングの
　推進。
④看護職員による実施率が高い手技である、静脈
　採血、静脈注射、静脈ラインの確保、尿道カテー
　テルの留置等について、看護職員へのタスク・シ
　フティングの推進。
⑤看護職員にばかり業務が集中しないよう、多職種
　チームでの総合的な検討。
⑥プライマリケア領域におけるタスク・シフティング
　も地域包括ケアの枠組みにおいて推進。
⑦特定行為研修を修了した看護師について、研修
　場所の拡大、指導する医師の協力促進、役割の
　明確化等を図りつつ、更に増加させることによる
　タスク・シフティングを推進。
⑧病棟における投薬に係る説明や服薬指導等の薬
　剤師による実施の推進。
⑨先駆的な病院で取り組まれている「診療看護師」
　の活用の検討やフィジシャン・アシスタント（PA）
　の導入等の新たな職種の国家資格化の検討。

３．タスク・シェアリング（業務の共同化）
①複数主治医制への移行等の検討。
②24時間対応を要するような医療機関の役割、診
　療科の特性や診療体制等を踏まえ、患者の理
　解、安全に業務を引き継ぐ仕組みの構築と運用
　の徹底等を前提とした、シフト制の導入も検討。
③地域での診療時間外の救急の対応体制や在宅
　医療を含めた外来の在り方まで含めての議論。
④グループ診療や、短期間で医師を交代で派遣す
　る仕組み等を積極的に推進。

４．女性医師等の両立支援
①男女双方にとっての医師としてのプロフェッショナ
　リズムの追求とワーク・ライフ・バランスの実現。
②出産・育児、介護等と医師の業務を両立し、キャリ
　ア形成できるようにするための支援方策として、
　短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿日直・
　時間外勤務の調整等を推進。
③出産・育児期の業務に画一的にルールを運用し
　ないこと、周囲の理解やサポート、患者の理解（夜
　間に駆けつけられない等について）を得ていく取
　組の推進。

④出産・育児期の自己研鑽のためeラーニング等を
　推進。
⑤キャリアパスの可視化、意思決定できるポジショ
　ンへの参画の推進。
⑥病児保育等保育サービスを充実。

５．ICTの活用
①ICTを活用した勤務環境改善｛テレICU（複数の 
　ICUの集中管理）や、タブレット等を用いた予診、
　診断支援ソフトウェア等｝、多職種連携のための 
　SNS 活用の推進についても検討。
②ICTを活用した勤務環境改善について効果を検
　証。

６．都道府県医療勤務環境改善支援センター
①働き方改革の推進に当たり十分に役割が果たせ
　るようにするために、機能や運営・管理面での改
　善が図られるよう、都道府県医療勤務環境改善
　支援センターのあるべき方向性の明確化。
②周知不足、センター内のアドバイザー間の連携不

　足、地域医療支援センター等との連携不足等の
　課題への対応。
③相談・支援に当たる人材の育成。
④地域や医療機関による違いを踏まえた支援。
⑤センターによる相談・支援の実例を収集・体系化
　し、周知を図ること等により、具体的な支援の方
　向性の提示。

７．その他の意見
①医療法に定める勤務環境改善等への取組の努
　力義務は医師を含むすべての医療従事者に関す
　るものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、そ
　の他の医療従事者の勤務環境にも好影響を与え
　るような方向性を目指す。
②地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善
　が個々の医療機関の中の取組のみでは解決しな
　い場合には、地域の医療提供体制全体を通じた
　機能分化・連携等を進める検討も必要。
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◆医師の働き方改革が必要なわけ

◆勤務環境改善の方向性
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　診断支援ソフトウェア等｝、多職種連携のための 
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②ICTを活用した勤務環境改善について効果を検
　証。

６．都道府県医療勤務環境改善支援センター
①働き方改革の推進に当たり十分に役割が果たせ
　るようにするために、機能や運営・管理面での改
　善が図られるよう、都道府県医療勤務環境改善
　支援センターのあるべき方向性の明確化。
②周知不足、センター内のアドバイザー間の連携不

　足、地域医療支援センター等との連携不足等の
　課題への対応。
③相談・支援に当たる人材の育成。
④地域や医療機関による違いを踏まえた支援。
⑤センターによる相談・支援の実例を収集・体系化
　し、周知を図ること等により、具体的な支援の方
　向性の提示。

７．その他の意見
①医療法に定める勤務環境改善等への取組の努
　力義務は医師を含むすべての医療従事者に関す
　るものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、そ
　の他の医療従事者の勤務環境にも好影響を与え
　るような方向性を目指す。
②地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善
　が個々の医療機関の中の取組のみでは解決しな
　い場合には、地域の医療提供体制全体を通じた
　機能分化・連携等を進める検討も必要。
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督署から是正勧告と指導を受け、2017年末に医師に
対して時間外労働賃金の不足分として、医師約600人
に3億円支払いました。
　また、医師の1700万円という高額の年俸における
年俸額に割増賃金を含むという合意の有効性を争っ
た裁判がありましたが、2017年7月7日の最高裁の判
決で通常の賃金と割増賃金の区別が明確でなく、時
間外労働、深夜労働に対する割増賃金が支払われた
ということはできないとして、支払いを命じました。
　本判決は，最高裁が割増賃金に関して厳格な立場
をとることを改めて示しています。
　医療現場において、モチベーションを損なう待遇や
雇用条件、不十分なマネジメント、限られたリソースで、
患者への十分な価値を生み出すことができないという
課題に直面しているところもあります。医療を取り巻く
環境が大きく変化する中で、それらに対応しようとする
負荷が、かえって医療従事者の負担を増加させる恐れ
もあります。

　働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得る
ことを目指した働き方改革が始まっています。
　長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭
生活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性の
キャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因
として、その是正を目指しています。
　医師に関しても、一人の人間であり長時間労働によ
る健康への影響が懸念され、実際に、医師が過労死し
たり、健康を害したりするケースが起きています。また、
過労死等に至らないまでも、主観的に健康でないと感
じている医師も一定割合存在するとみられます。

　医師は、昼夜問わず、患者の対応を求められ他の職
種と比較しても長時間労働の実態があります。さらに、
日進月歩の医療技術、より質の高い医療に対するニー
ズの高まり、患者へのきめ細かな対応が求められる傾
向等のため、勤務医の長時間労働に拍車がかかって
いるといえます。
　医師法19条では、「診療に従事する医師は、診察治
療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない」と定められており、時間外の
患者に対しても、当直医による対応だけでなく、医師が
オンコールで対応することも一般的に行われています。
　勤務医約24万人のうち、長時間勤務の実態にある
医師の多くは病院勤務医であり、特に20代・30代の男
女、40代までの男性医師が特に長時間となっていま
す。また、診療科等では、産婦人科、外科、救急科等、臨
床研修医、医療機関種類別では大学病院において、特
に勤務時間が長くなっています。
　さらに、こうした医師の長時間勤務の背景には、地
域や診療科による医師の偏在があると考えられるた
め、医師が不足する地域や診療科においては、一人ひ
とりの医師にかかる負担も大きくなっていると考えられ
ます。
　医師とはいえ、勤務医の場合は労働者とみなされ労
働基準法が適用されます。厚生労働省が開催する「第
3回医師の働き方改革に関する検討会」の勤務外科
医の実態調査が公表され、1週間当たりの労働時間数
が80時間を超える割合は40％を超えていました。
　勤務医の長時間労働問題と時間外労働の賃金に
ついて、杏林大学医学部付属病院（東京都三鷹市）を
運営する杏林学園が、2017年秋に三鷹労働基準監

　過労死や健康を損ねる要因について労働の質と量
の両面から評価する必要がありますが、一人ひとりの
医師の健康確保のために長時間労働を是正していく
必要があります。
　また、提供する医療の質や安全を確保する観点から
も、医師が疲弊せずに働けることは重要ですが、保健・
医療が、医療従事者の負担と倫理観に過度の依存し
ている状況には限界があります。
　また、女性医師の割合が上昇していることなどを踏
まえれば、医師についても多様で柔軟な働き方を実現
していかなければ、性別を問わず、医師として働き続け
られる人材の確保が困難となります。また、若い世代を
中心に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）へ
の関心が高まる中、魅力的な働き方を提示できなけれ
ば、医師を目指す優秀な若者を逃すことにもなりかねま
せん。

　厚生労働省が開催する「医師の働き方改革に関す
る検討会」の中間的な論点整理では、今後医療機関に
おける働き方改革の実効性を確保するためには、時間
外労働規制の在り方を整理するだけでなく、医療の生
産性の向上の観点も踏まえ、勤務環境改善策をどのよ
うに講じていくかが重要であると報告しています。
　「医師の働き方改革に関する検討会」の中間的な論
点整理では、具体的には以下のような意見が出され
て、これらを踏まえ引き続き具体的な必要事項として
検討されることになっています。
１．健康管理措置の充実
①長時間労働となっている医師に対する産業医に 
　よる面接指導、衛生委員会における審議等、労働
　安全衛生法において事業者に義務付けられてい
　る既存の仕組みの着実な実施について、好事例
　の共有、各都道府県にある産業保健総合支援セ
　ンター等の関係機関による支援等の推進。
②医師の健康には勤務時間だけが影響しているの
　ではないと考えられることから、時間によるもの以
　外の負荷を判断する材料として、ストレスチェック
　の分析。

２．タスク・シフティング（業務の移管）
①医療機関や診療科ごとに提供する診療内容が異
　なるという特性を踏まえ、医師の行うべき業務と
　そうでない業務の明確化、具体的なタスク・シフ
　ティングの導入に向けた検討。また、導入に当たっ
　ては、個々の医療機関の風土やマインドを変えて
　いく必要があり、労働時間短縮の効果の発現ま
　でには時間がかかることへの留意が必要。

②タスク・シフティングの範囲や導入が進まない要
　因及びその対応策について、諸外国の事例も含
　めて検討、特に大学病院でタスク・シフティングが
　進んでいない等の実態を踏まえ、その推進につい
　ての検討。
③医師が行う事務作業について、医師事務作業補
　助者を含めた事務職へのタスク・シフティングの
　推進。
④看護職員による実施率が高い手技である、静脈
　採血、静脈注射、静脈ラインの確保、尿道カテー
　テルの留置等について、看護職員へのタスク・シ
　フティングの推進。
⑤看護職員にばかり業務が集中しないよう、多職種
　チームでの総合的な検討。
⑥プライマリケア領域におけるタスク・シフティング
　も地域包括ケアの枠組みにおいて推進。
⑦特定行為研修を修了した看護師について、研修
　場所の拡大、指導する医師の協力促進、役割の
　明確化等を図りつつ、更に増加させることによる
　タスク・シフティングを推進。
⑧病棟における投薬に係る説明や服薬指導等の薬
　剤師による実施の推進。
⑨先駆的な病院で取り組まれている「診療看護師」
　の活用の検討やフィジシャン・アシスタント（PA）
　の導入等の新たな職種の国家資格化の検討。

３．タスク・シェアリング（業務の共同化）
①複数主治医制への移行等の検討。
②24時間対応を要するような医療機関の役割、診
　療科の特性や診療体制等を踏まえ、患者の理
　解、安全に業務を引き継ぐ仕組みの構築と運用
　の徹底等を前提とした、シフト制の導入も検討。
③地域での診療時間外の救急の対応体制や在宅
　医療を含めた外来の在り方まで含めての議論。
④グループ診療や、短期間で医師を交代で派遣す
　る仕組み等を積極的に推進。

４．女性医師等の両立支援
①男女双方にとっての医師としてのプロフェッショナ
　リズムの追求とワーク・ライフ・バランスの実現。
②出産・育児、介護等と医師の業務を両立し、キャリ
　ア形成できるようにするための支援方策として、
　短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿日直・
　時間外勤務の調整等を推進。
③出産・育児期の業務に画一的にルールを運用し
　ないこと、周囲の理解やサポート、患者の理解（夜
　間に駆けつけられない等について）を得ていく取
　組の推進。
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　顧問先に医療法人があり、院長ともざっくばら
んに話をしますが、「昔は、深夜だろうと給料が安
かろうと、応招義務の精神で仕事していたもんね
～、今どきは、残業時間だの、残業代だの、有給休
暇だの、労働基準監督署だの、うるさくなったね
～」と話されます。
　「長時間労働は心身とも健康に支障をきたす要
因になるので、医者の不養生というもんじゃない
ですか～、勤務医は立派な労働者なので、労働基
準法や労働基準監督署を無視することはできな
いですよ」と粘り強く説得し続け、改善のほうへ向
かっています。また、「勤務医師とは、ちゃんと雇用

契約を結び、給与の額についてはあいまいな部分
を残してはだめですよ」と助言をしています。
　私の身近での出来事ですが、医療法人グルー
プ内の別の診療所に院長として迎えましたが、契
約書が大雑把だったため、退職後トラブルにな
り、お金を払え、払わないと互いの弁護士を通じ
た話し合いでは解決せず、裁判にまでなった事案
がありました。実情や実態よりも契約書が優先さ
れ一審で判決は勤務医側の主張が認められ結審
しました。雇用契約書含め契約書は、時間をかけ
リスクを考慮して作り上げてくださいね。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

④出産・育児期の自己研鑽のためeラーニング等を
　推進。
⑤キャリアパスの可視化、意思決定できるポジショ
　ンへの参画の推進。
⑥病児保育等保育サービスを充実。

５．ICTの活用
①ICTを活用した勤務環境改善｛テレICU（複数の 
　ICUの集中管理）や、タブレット等を用いた予診、
　診断支援ソフトウェア等｝、多職種連携のための 
　SNS 活用の推進についても検討。
②ICTを活用した勤務環境改善について効果を検
　証。

６．都道府県医療勤務環境改善支援センター
①働き方改革の推進に当たり十分に役割が果たせ
　るようにするために、機能や運営・管理面での改
　善が図られるよう、都道府県医療勤務環境改善
　支援センターのあるべき方向性の明確化。
②周知不足、センター内のアドバイザー間の連携不

　足、地域医療支援センター等との連携不足等の
　課題への対応。
③相談・支援に当たる人材の育成。
④地域や医療機関による違いを踏まえた支援。
⑤センターによる相談・支援の実例を収集・体系化
　し、周知を図ること等により、具体的な支援の方
　向性の提示。

７．その他の意見
①医療法に定める勤務環境改善等への取組の努
　力義務は医師を含むすべての医療従事者に関す
　るものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、そ
　の他の医療従事者の勤務環境にも好影響を与え
　るような方向性を目指す。
②地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善
　が個々の医療機関の中の取組のみでは解決しな
　い場合には、地域の医療提供体制全体を通じた
　機能分化・連携等を進める検討も必要。

平成３０年４月１８日に新規収載された医薬品

医薬品新規収載関連ニュース 医薬品情報

商　品　名
内用薬

薬価 会社名 一般名規格・単位 備考

アトーゼット配合錠LD 1錠 177.00 MSD=バイエル

ヤンセン

エゼチミブ/アトルバスタチン
カルシウム水和物アトーゼット配合錠HD 1錠 177.00

グーフィス錠5mg 5mg1錠 105.80 EAファーマ=持田

鳥居

エロビキシバット水和物

ベダキリンフマル酸塩

スギ花粉エキス原末

オラパリブ

高脂血症治療薬
（小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/スタチン配合剤）

21,872.50

57.70

慢性便秘治療薬
(胆汁酸トランスポーター阻害薬)
多剤耐性肺結核治療薬

スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

注射薬

サチュロ錠100mg 100mg1錠

2,000JAU1錠

イストダックス点滴静注用10mg

ナルベイン注2mg 2mg1mL1管 725
ナルベイン注20mg 20mg2mL1管 6,340

統合失調症治療薬
(非定型抗精神病薬：SDAM(セロトニン・ドパミンアクティビ
ティモジュレーター))

末梢性T細胞リンパ腫治療薬
(分子標的治療薬：ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)

シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU

5,932.50リムパーザ錠150mg
リムパーザ錠100mg

レキサルティ錠2mg

レキサルティ錠1mg

150mg1錠
100mg1錠

1mg1錠

10mg1瓶
(溶解液付)

2mg1錠

20mg2mL1瓶

144.105,000JAU1錠シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

アストラゼネカ

アストラゼネカ

ブレクスピプラゾール大塚製薬

ロミデプシンセルジーン

エソメプラゾールマグネシウ
ム水和物

80.60 消化性潰瘍治療薬
(プロトンポンプ阻害薬(PPI))

再発卵巣がん治療薬
(分子標的治療薬：PARP阻害薬)

10mg1包ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
140.30
3,996.00

268.90

109,753

ファセンラ皮下注30mgシリンジ 重症気管支喘息治療薬
(抗IL-5レセプター抗体製剤)30mg1mL1筒 ベンラリズマブ

(遺伝子組換え)アストラゼネカ351,535

べスポンサ点滴静注用1mg 急性リンパ性白血病治療薬
(抗CD22抗体-細胞障害性抗がん剤複合体)1mg1瓶 イノツズマブ オゾガマイシン

(遺伝子組換え)ファイザー1,307,092

イブリーフ静注20mg 未熟児動脈管開存症治療薬
(シクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬)イブプロフェン L-リシン千寿

がん性疼痛治療薬
(強オピオイド鎮痛薬)ヒドロモルフォン塩酸塩第一三共

アレサガテープ4mg 4mg1枚 67.50
アレサガテープ8mg 8mg1枚 93.10

経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療薬エメダスチンフマル酸塩久光

13,012

1,200mg20mL
1瓶テセントリク点滴静注1200mg 進行・再発非小細胞肺がん治療薬

(免疫チェックポイント阻害薬：抗PD-L1抗体製剤)
アテゾリズマブ
(遺伝子組換え)中外625,567

300mg2mL1筒デュピクセント皮下注300mg
シリンジ

アトピー性皮膚炎治療薬
(抗IL-4Rα抗体製剤)

デュピルマブ
(遺伝子組換え)サノフィ81,640

509.20

20mg1包ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg

外用薬

平成３０年５月収載予定の新医薬品
商品名 一般名 備考会社名

武田 ラサギリンメシル酸塩 パーキンソン病治療薬アジレクト錠0.5mg、1mg
協和発酵キリン エボカルセト 二次性副甲状腺機能亢進症治療薬オルケディア錠1mg、2mg

MSD テジゾリドリン酸エステル MRSA感染症治療薬シベクトロ錠200mg、点滴静注用200mg
MSD レテルモビル 抗サイトメガロウイルス薬プレバイミス錠240mg、点滴静注240mg
ノボ セマグルチド(遺伝子組換え) 2型糖尿病治療薬オゼンピック皮下注2mg
大鵬 グセルクマブ(遺伝子組換え) 乾癬治療薬トレムフィア皮下注100mgシリンジ

科研 コンドリアーゼ 腰椎椎間板ヘルニア治療薬ヘルコニア椎間板注用1.25単位
ノーベルファーマ シロリムス 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療薬ラパリムスゲル0.2%

アミカス
セラピューティクス ミガーラスタット塩酸塩 ファブリー病治療薬ガラフォルドカプセル123mg

アステラス シタグリプチンリン酸塩水和物/
イプラグリフロジン L-プロリン 2型糖尿病治療薬スージャヌ配合錠

中外 エミシズマブ(遺伝子組換え) 血友病A治療薬ヘムライブラ皮下注30mg、60mg、
90mg、105mg、150mg

※詳細については添付文書、もしくは薬価収載日の官報等でご確認下さい

● ● ● 27 26 ● ● ● Vol.48Vol.48

ここらで 一 服 、労
務 管 理 の お 話 。



督署から是正勧告と指導を受け、2017年末に医師に
対して時間外労働賃金の不足分として、医師約600人
に3億円支払いました。
　また、医師の1700万円という高額の年俸における
年俸額に割増賃金を含むという合意の有効性を争っ
た裁判がありましたが、2017年7月7日の最高裁の判
決で通常の賃金と割増賃金の区別が明確でなく、時
間外労働、深夜労働に対する割増賃金が支払われた
ということはできないとして、支払いを命じました。
　本判決は，最高裁が割増賃金に関して厳格な立場
をとることを改めて示しています。
　医療現場において、モチベーションを損なう待遇や
雇用条件、不十分なマネジメント、限られたリソースで、
患者への十分な価値を生み出すことができないという
課題に直面しているところもあります。医療を取り巻く
環境が大きく変化する中で、それらに対応しようとする
負荷が、かえって医療従事者の負担を増加させる恐れ
もあります。

　働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持ち得る
ことを目指した働き方改革が始まっています。
　長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭
生活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性の
キャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因
として、その是正を目指しています。
　医師に関しても、一人の人間であり長時間労働によ
る健康への影響が懸念され、実際に、医師が過労死し
たり、健康を害したりするケースが起きています。また、
過労死等に至らないまでも、主観的に健康でないと感
じている医師も一定割合存在するとみられます。

　医師は、昼夜問わず、患者の対応を求められ他の職
種と比較しても長時間労働の実態があります。さらに、
日進月歩の医療技術、より質の高い医療に対するニー
ズの高まり、患者へのきめ細かな対応が求められる傾
向等のため、勤務医の長時間労働に拍車がかかって
いるといえます。
　医師法19条では、「診療に従事する医師は、診察治
療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない」と定められており、時間外の
患者に対しても、当直医による対応だけでなく、医師が
オンコールで対応することも一般的に行われています。
　勤務医約24万人のうち、長時間勤務の実態にある
医師の多くは病院勤務医であり、特に20代・30代の男
女、40代までの男性医師が特に長時間となっていま
す。また、診療科等では、産婦人科、外科、救急科等、臨
床研修医、医療機関種類別では大学病院において、特
に勤務時間が長くなっています。
　さらに、こうした医師の長時間勤務の背景には、地
域や診療科による医師の偏在があると考えられるた
め、医師が不足する地域や診療科においては、一人ひ
とりの医師にかかる負担も大きくなっていると考えられ
ます。
　医師とはいえ、勤務医の場合は労働者とみなされ労
働基準法が適用されます。厚生労働省が開催する「第
3回医師の働き方改革に関する検討会」の勤務外科
医の実態調査が公表され、1週間当たりの労働時間数
が80時間を超える割合は40％を超えていました。
　勤務医の長時間労働問題と時間外労働の賃金に
ついて、杏林大学医学部付属病院（東京都三鷹市）を
運営する杏林学園が、2017年秋に三鷹労働基準監

　過労死や健康を損ねる要因について労働の質と量
の両面から評価する必要がありますが、一人ひとりの
医師の健康確保のために長時間労働を是正していく
必要があります。
　また、提供する医療の質や安全を確保する観点から
も、医師が疲弊せずに働けることは重要ですが、保健・
医療が、医療従事者の負担と倫理観に過度の依存し
ている状況には限界があります。
　また、女性医師の割合が上昇していることなどを踏
まえれば、医師についても多様で柔軟な働き方を実現
していかなければ、性別を問わず、医師として働き続け
られる人材の確保が困難となります。また、若い世代を
中心に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）へ
の関心が高まる中、魅力的な働き方を提示できなけれ
ば、医師を目指す優秀な若者を逃すことにもなりかねま
せん。

　厚生労働省が開催する「医師の働き方改革に関す
る検討会」の中間的な論点整理では、今後医療機関に
おける働き方改革の実効性を確保するためには、時間
外労働規制の在り方を整理するだけでなく、医療の生
産性の向上の観点も踏まえ、勤務環境改善策をどのよ
うに講じていくかが重要であると報告しています。
　「医師の働き方改革に関する検討会」の中間的な論
点整理では、具体的には以下のような意見が出され
て、これらを踏まえ引き続き具体的な必要事項として
検討されることになっています。
１．健康管理措置の充実
①長時間労働となっている医師に対する産業医に 
　よる面接指導、衛生委員会における審議等、労働
　安全衛生法において事業者に義務付けられてい
　る既存の仕組みの着実な実施について、好事例
　の共有、各都道府県にある産業保健総合支援セ
　ンター等の関係機関による支援等の推進。
②医師の健康には勤務時間だけが影響しているの
　ではないと考えられることから、時間によるもの以
　外の負荷を判断する材料として、ストレスチェック
　の分析。

２．タスク・シフティング（業務の移管）
①医療機関や診療科ごとに提供する診療内容が異
　なるという特性を踏まえ、医師の行うべき業務と
　そうでない業務の明確化、具体的なタスク・シフ
　ティングの導入に向けた検討。また、導入に当たっ
　ては、個々の医療機関の風土やマインドを変えて
　いく必要があり、労働時間短縮の効果の発現ま
　でには時間がかかることへの留意が必要。

②タスク・シフティングの範囲や導入が進まない要
　因及びその対応策について、諸外国の事例も含
　めて検討、特に大学病院でタスク・シフティングが
　進んでいない等の実態を踏まえ、その推進につい
　ての検討。
③医師が行う事務作業について、医師事務作業補
　助者を含めた事務職へのタスク・シフティングの
　推進。
④看護職員による実施率が高い手技である、静脈
　採血、静脈注射、静脈ラインの確保、尿道カテー
　テルの留置等について、看護職員へのタスク・シ
　フティングの推進。
⑤看護職員にばかり業務が集中しないよう、多職種
　チームでの総合的な検討。
⑥プライマリケア領域におけるタスク・シフティング
　も地域包括ケアの枠組みにおいて推進。
⑦特定行為研修を修了した看護師について、研修
　場所の拡大、指導する医師の協力促進、役割の
　明確化等を図りつつ、更に増加させることによる
　タスク・シフティングを推進。
⑧病棟における投薬に係る説明や服薬指導等の薬
　剤師による実施の推進。
⑨先駆的な病院で取り組まれている「診療看護師」
　の活用の検討やフィジシャン・アシスタント（PA）
　の導入等の新たな職種の国家資格化の検討。

３．タスク・シェアリング（業務の共同化）
①複数主治医制への移行等の検討。
②24時間対応を要するような医療機関の役割、診
　療科の特性や診療体制等を踏まえ、患者の理
　解、安全に業務を引き継ぐ仕組みの構築と運用
　の徹底等を前提とした、シフト制の導入も検討。
③地域での診療時間外の救急の対応体制や在宅
　医療を含めた外来の在り方まで含めての議論。
④グループ診療や、短期間で医師を交代で派遣す
　る仕組み等を積極的に推進。

４．女性医師等の両立支援
①男女双方にとっての医師としてのプロフェッショナ
　リズムの追求とワーク・ライフ・バランスの実現。
②出産・育児、介護等と医師の業務を両立し、キャリ
　ア形成できるようにするための支援方策として、
　短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿日直・
　時間外勤務の調整等を推進。
③出産・育児期の業務に画一的にルールを運用し
　ないこと、周囲の理解やサポート、患者の理解（夜
　間に駆けつけられない等について）を得ていく取
　組の推進。

福田社労士事務所　代表　社会保険労務士　福田久徳
九州志士の会（九州地域中小企業支援専門家連絡協議会）メンバー
九州地域の中小企業支援専門家（九州経済産業局地域経済部経済課）登録
福岡県社会保険労務士会　労務管理会、賃金部会所属　厚生労働省委託事業・派遣元責任者講習会講師

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風土
に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●社会保険労務士 福田久徳氏プロフィール

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4-38-903　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ http：//fukuda‐sr.com 　E:mail fukuda-plmo@jewel.ocn.ne.jp

　顧問先に医療法人があり、院長ともざっくばら
んに話をしますが、「昔は、深夜だろうと給料が安
かろうと、応招義務の精神で仕事していたもんね
～、今どきは、残業時間だの、残業代だの、有給休
暇だの、労働基準監督署だの、うるさくなったね
～」と話されます。
　「長時間労働は心身とも健康に支障をきたす要
因になるので、医者の不養生というもんじゃない
ですか～、勤務医は立派な労働者なので、労働基
準法や労働基準監督署を無視することはできな
いですよ」と粘り強く説得し続け、改善のほうへ向
かっています。また、「勤務医師とは、ちゃんと雇用

契約を結び、給与の額についてはあいまいな部分
を残してはだめですよ」と助言をしています。
　私の身近での出来事ですが、医療法人グルー
プ内の別の診療所に院長として迎えましたが、契
約書が大雑把だったため、退職後トラブルにな
り、お金を払え、払わないと互いの弁護士を通じ
た話し合いでは解決せず、裁判にまでなった事案
がありました。実情や実態よりも契約書が優先さ
れ一審で判決は勤務医側の主張が認められ結審
しました。雇用契約書含め契約書は、時間をかけ
リスクを考慮して作り上げてくださいね。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

④出産・育児期の自己研鑽のためeラーニング等を
　推進。
⑤キャリアパスの可視化、意思決定できるポジショ
　ンへの参画の推進。
⑥病児保育等保育サービスを充実。

５．ICTの活用
①ICTを活用した勤務環境改善｛テレICU（複数の 
　ICUの集中管理）や、タブレット等を用いた予診、
　診断支援ソフトウェア等｝、多職種連携のための 
　SNS 活用の推進についても検討。
②ICTを活用した勤務環境改善について効果を検
　証。

６．都道府県医療勤務環境改善支援センター
①働き方改革の推進に当たり十分に役割が果たせ
　るようにするために、機能や運営・管理面での改
　善が図られるよう、都道府県医療勤務環境改善
　支援センターのあるべき方向性の明確化。
②周知不足、センター内のアドバイザー間の連携不

　足、地域医療支援センター等との連携不足等の
　課題への対応。
③相談・支援に当たる人材の育成。
④地域や医療機関による違いを踏まえた支援。
⑤センターによる相談・支援の実例を収集・体系化
　し、周知を図ること等により、具体的な支援の方
　向性の提示。

７．その他の意見
①医療法に定める勤務環境改善等への取組の努
　力義務は医師を含むすべての医療従事者に関す
　るものであるが、医師の勤務環境改善に伴い、そ
　の他の医療従事者の勤務環境にも好影響を与え
　るような方向性を目指す。
②地域の医療資源の不足等により、勤務環境改善
　が個々の医療機関の中の取組のみでは解決しな
　い場合には、地域の医療提供体制全体を通じた
　機能分化・連携等を進める検討も必要。

平成３０年４月１８日に新規収載された医薬品

医薬品新規収載関連ニュース 医薬品情報

商　品　名
内用薬

薬価 会社名 一般名規格・単位 備考

アトーゼット配合錠LD 1錠 177.00 MSD=バイエル

ヤンセン

エゼチミブ/アトルバスタチン
カルシウム水和物アトーゼット配合錠HD 1錠 177.00

グーフィス錠5mg 5mg1錠 105.80 EAファーマ=持田

鳥居

エロビキシバット水和物

ベダキリンフマル酸塩

スギ花粉エキス原末

オラパリブ

高脂血症治療薬
（小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/スタチン配合剤）

21,872.50

57.70

慢性便秘治療薬
(胆汁酸トランスポーター阻害薬)
多剤耐性肺結核治療薬

スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬

注射薬

サチュロ錠100mg 100mg1錠

2,000JAU1錠

イストダックス点滴静注用10mg

ナルベイン注2mg 2mg1mL1管 725
ナルベイン注20mg 20mg2mL1管 6,340

統合失調症治療薬
(非定型抗精神病薬：SDAM(セロトニン・ドパミンアクティビ
ティモジュレーター))

末梢性T細胞リンパ腫治療薬
(分子標的治療薬：ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)

シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU

5,932.50リムパーザ錠150mg
リムパーザ錠100mg

レキサルティ錠2mg

レキサルティ錠1mg

150mg1錠
100mg1錠

1mg1錠

10mg1瓶
(溶解液付)

2mg1錠

20mg2mL1瓶

144.105,000JAU1錠シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

アストラゼネカ

アストラゼネカ

ブレクスピプラゾール大塚製薬
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109,753

ファセンラ皮下注30mgシリンジ 重症気管支喘息治療薬
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外用薬

平成３０年５月収載予定の新医薬品
商品名 一般名 備考会社名

武田 ラサギリンメシル酸塩 パーキンソン病治療薬アジレクト錠0.5mg、1mg
協和発酵キリン エボカルセト 二次性副甲状腺機能亢進症治療薬オルケディア錠1mg、2mg

MSD テジゾリドリン酸エステル MRSA感染症治療薬シベクトロ錠200mg、点滴静注用200mg
MSD レテルモビル 抗サイトメガロウイルス薬プレバイミス錠240mg、点滴静注240mg
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科研 コンドリアーゼ 腰椎椎間板ヘルニア治療薬ヘルコニア椎間板注用1.25単位
ノーベルファーマ シロリムス 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療薬ラパリムスゲル0.2%

アミカス
セラピューティクス ミガーラスタット塩酸塩 ファブリー病治療薬ガラフォルドカプセル123mg

アステラス シタグリプチンリン酸塩水和物/
イプラグリフロジン L-プロリン 2型糖尿病治療薬スージャヌ配合錠

中外 エミシズマブ(遺伝子組換え) 血友病A治療薬ヘムライブラ皮下注30mg、60mg、
90mg、105mg、150mg

※詳細については添付文書、もしくは薬価収載日の官報等でご確認下さい
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こだわりの一本釣り
「佐賀関ブランド」
　ブランド魚として高い評価を得て
いる「関あじ」「関さば」。その鮮度と
身の歯ごたえや旨みは、速吸の瀬戸
と呼ばれる天然の恵まれた漁場、漁
師をはじめ漁業関係者のさまざま
な努力によりうみだされています。
　佐賀関では、魚を傷つけないよう
「一本釣り」で漁を行い、水揚げする
ときもはかりを使わず、見た目で重
さを判断する「面買い」で売り買い
し、いったんいけすで落ち着かせま
す。その後、1匹1匹、丁寧に包丁を
入れて脊髄を切断して血を抜く「活
けじめ」を行っています。
　このような魚にストレスを与えな
い配慮と、「新鮮な魚をおいしく届け
ること」にとことんこだわった魚のみ
が「佐賀関ブランド」を名乗ることが
できます。
　「関あじ」「関さば」以外にも、「関
ぶり」「関たい」「関いさき」といった
「佐賀関ブランド」の魚種もあり、こ
れらも「関あじ」「関さば」同様、高い
評価が得られています。

お問い合わせ
●大分市農政課
　TEL:097-537-7025

りゅうきゅうPR大作戦
facebookも

で随時更新中！

編集部
から

　さていよいよGWです。編集作業も目途がつき、これを書いてお休みしようと朝からネタ探し。ようやく見つけたのが「人が乗れる変形ロ
ボットがついに完成！」という記事です。ロボットと自動車の変形が可能という、まるで“トランスフォーマー”そのものの「ジェイダイト・ライ
ド」の試作機が完成したとのこと。身長約４mの巨大ロボットで、２足歩行のロボットモードと車輪走行の自動車（ビークル）モードの変形が可
能だそうです。人が2名搭乗できるというのがミソで、今のところアミューズメント向けに量産を目指しているようです。どうも科学技術者
という人たちは、アニメや映画に登場する人気ロボット等をみると実現したくて血が騒ぐのではないかという気がしてなりません。もっと
も、小生が子供の頃欲しかったのは、パーマンが自分の身代わりに使うコピーロボットです。もちろんヒーローをやるためではありません
が、誰か作ってください（笑）。＜Ｋ.Ｋ.＞
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特集●地域医療ケア最前線

～大分県宇佐市における薬局薬剤師の在宅業務推進事業の実際～
保健所と薬剤師会が協働し薬剤師による「おためし訪問」を実施！

今どきナースのほめ方・しかり方
特別企画～教えてホメシカ先生

Dr.JOY株式会社が提供する、
医療機関・取引業者間の
コミュニケーションツール

第13回アジアメディカルショー2018
AMS開催案内 新企画/プチポチ・インフォ

業務管理・運営の現場に役立つ情報をピックアップ
会期 2018年6月22・23日/会場 福岡国際会議場
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